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１ 地域福祉の推進とセーフティネット機能の強化

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 民間社会福祉 36,500 85件 民間社会福祉 施設整備のため福祉医療機構から借り入れ
施設整備資金 施設 た資金の利息に対して一部補助する。
利子補助 (県 単) ・補助額：利率1.5％又は利息の2/3(介護保

険・自立支援法関連施設は1/2)の低い方。
(昭和41年度) ただし、借入500,000千円を限度。

※平成21年度以降の新規整備事業は対象外

2 社会福祉施設 534,967 11,522 福祉医療機構 民間社会福祉施設職員等退職手当共済の給
等退職手当共 人 付費を補助する。
済事業給付費 (県 単) 46,430円/人
補助 （負担割合）
(昭和39年度) 国、県及び施設経営者が各々1/3

3 地域見守り支 － 協定締結事 地域で支援を必要とする方の情報を把握す
援事業 業者 ることが困難ななか、民間事業者・団体から

(22社･5団体) 各市町村窓口に情報提供する体制を構築し、
(平成25年度) 適切な支援につなげていく。

4 県社会福祉総 121,145 県 本県の社会福祉事業の拠点施設として、県
合センター （指定管理者） 社会福祉総合センターを運営し、県民の交流
運営 (県 単) 促進、情報提供、人材確保・養成・資質向上

及び民間社会福祉活動の推進を図る。
(平成10年度) (指定管理料121,145) ・入居団体：県社会福祉協議会など27団体

・会議室等：会議室(11室)･ホール･体育室
※指定管理者 県社会福祉事業団及び県ﾋﾞﾙﾒﾝ

ﾃﾅﾝｽ協同組合の共同体

※指 定 期 間 H30.4.1～R4.3.31

5 県福祉マンパ 52,550 県 県福祉マンパワーセンターを運営し、社会
ワーセンター （指定管理者） 福祉施設等への就業のあっせんや社会福祉事
運営 (県単､県(基金)､ 業従事者に対する研修を実施し、県民に良質

国1/2) な福祉サービスを提供する。
(平成10年度) ※指定管理者 県社会福祉協議会

(指定管理料52,550) ※指 定 期 間 H30.4.1～R4.3.31

6 福祉･介護人 15,742 県 施設・事業所における詳細な求人ニーズの
材マッチング （委託） 把握と求職者の適性の確認、就業後の適切な
機能強化事業 （県(基金）） フォローアップ等を、県社会福祉協議会に配

置した専門員が一体的に実施し、福祉・介護
(平成21年度) 人材の確保と定着を図る。

※委託先 県社会福祉協議会

7 民生委員児童 1,800 県 民生委員・児童委員の資質向上を図るた
委員研修会委 （委託） め、１期目研修、会長研修、全体研修を県社
託 (県単、国1/2) 会福祉協議会に委託して実施する。

※委託先 県社会福祉協議会
(平成３年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
8 民生委員児童 201,008 124 県民生委員児 民児協活動の強化及び民生委員・児童委員
委員協議会運 地区 童委員協議会 活動の一層の推進を図るため、その活動経費
営費補助 (県 単) (以下 等を補助する（中核市分を除く）。

2,783 「民児協」)
(昭和43年度) 人 ○対象経費

・地区民児協運営費 9,600円/人
・民生委員児童委員活動費 61,200円/人
・地区民児協会長活動費 500円/人
・県民児協運営費等 2,580,055円

9 日常生活自立 102,774 県社会福祉協 認知症高齢者、知的障害者等の判断能力が
支援事業 議会 十分ではない方に対し、福祉サービスの利用

(県単、国1/2) 援助や日常的な金銭管理等を行うことで、地
(平成11年度) 域での自立した生活を支援する。

（市町村民税非課税世帯への助成負担割合）
県・県社協が各1/4、市町村1/2

10福祉サービス 724 県社会福祉協 福祉サービスに関する利用者等からの苦情
苦情解決事業 議会 を適切に解決するため、運営適正化委員会を

(国1/2) 県社会福祉協議会に設置し、福祉サービスの
(平成12年度) 適切な利用又は提供を支援する。

11福祉サービス 506 県社会福祉協 社会福祉施設等で実施される事業につい
第三者評価事 議会 て、第三者機関が、公正・中立な立場から、
業 (県 単) 専門的かつ客観的な視点で評価し、その結果

を公表することにより、福祉サービスの質の
(平成16年度) 向上を図るとともに、利用者のサービス選択

に役立つ情報を提供する。

12地域福祉等推 1,534 県社会福祉協 地域社会における様々な課題のうち、既存
進特別支援 議会 の制度では充足できない問題の解決を図るた

(国1/2) め、ボランティアや「ふれあいいきいきサロ
(平成６年度) ン」の活動を推進する取組等を支援する。

13地域あんしん 132,859 県社会福祉協 県社会福祉協議会が取り組む地域のセーフ
生活支援 議会 ティネット機能の強化を図る事業に対して、

(県単、県(基金)､ 必要な人件費を補助し、県民の誰もが安心し
(平成21年度) 国1/2） て暮らせる地域づくりを推進する。

14県社会福祉大 908 県、県社会福 永年にわたり社会福祉の発展に功績があっ
会 祉協議会ほか た方々を表彰し、地域福祉の充実発展を図る。

（昭和25年度） (県 単)

15小規模社会福 4,000 4団体 小規模な社会 単独では対応が困難な小規模法人等がネッ
祉法人等協働 福祉法人を含 トワークを形成し、協働して行う地域貢献等
推進 （国10/10） む団体 の取組を支援する。

(平成30年度) 1,000千円/人

16包括的支援体 320 県 地域共生社会の実現に向け、市町村の取組
制構築事業 （委託） を促進するための講演会等を開催する。
(令和元年度) (国3/4) ※委託先 県社会福祉協議会
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
17成年後見制度 9,766 県 成年後見制度の利用促進に向け、市町村職
利用促進 （一部委託） 員等を対象とした情報交換会や研修会を開催

（県(基金)、 するほか、市町村の権利擁護支援体制の整備
(平成30年度) 一部国1/2） を推進するため、法人後見立ち上げ事業を支

援する。
※一部委託先 県社会福祉協議会

18市民後見推進 9,630 ４ 市町村 市町村が実施する市民後見人養成研修等の
事業 市町村 取組に対し助成を行い、各地域で高齢者の権

（平成23年度） (県（基金）） 利擁護を図るための体制を整備する。

19地域生活定着 42,833 県 高齢又は障害のため福祉的な支援が必要な
支援センター （委託） 刑務所等出所予定者等に対し、出所後直ちに
運営委託 (国定額補助 福祉サービス等を受けられるよう、司法と福

(3/4相当)) 祉が連携して社会復帰を支援する。
(平成22年度) ※委託先 はるな郷

20生活福祉資金 9,444 県社会福祉協 生活福祉資金貸付事業の円滑な運営と適正
貸付事業費補 議会 な実施を図るため、県社会福祉協議会・市町
助 (国1/2) 村社会福祉協議会に対し、事務費等を補助す

る。

21住居確保 67,224
給付金

(1)住居確保 55,224 県 離職者であって、就労能力及び意欲のある
給付金 者のうち、住まいを失った者等に対して家賃

(国3/4) を支給することにより、安心して就職活動が
（平成27年度） できるように支援する。

(2)生活困窮者 12,000 県 住居不安定者に対し、居室確保や、定着
等居住支援 (委託） を支援する。
事業 (国3/4)

(令和２年度)

22生活困窮者 65,844
自立支援

(1)自立相談支 56,075 県 生活保護に至る前の生活困窮者に対して、
援事業 （委託） 自立のための相談支援を行う。

(国3/4) ※委託先 県社会福祉協議会
(平成27年度)

(2)自立支援 千円 県 自立相談支援事業等の従事者を対象に、
従事者 139 知識や支援技術の向上を図るための研修を
養成研修 実施する。

(令和元年度) (国1/2)

(3)生活困窮者 9,630 県 ひきこもり状態にある方などの情報把握、
アウトリー (委託） 相談支援を、自立相談支援事業と併せて実
チ支援事業 (国10/10) 施する。

(令和２年度) ※委託先 県社会福祉協議会
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
23生活困窮者 511 県 家賃の滞納等で住居からの退去を余儀なく
一時生活支援 （委託） された方に対し、次の住まいが見つかるまで
事業 (国2/3) の間、社会福祉施設等の空き室を活用した一

時的な居住場所を提供する。
（平成29年度） ※委託先 県社会福祉協議会

24生活困窮者 19,440 県 就労準備が整わない生活困窮者に対し、一
就労準備支援 般就労に向けた準備として、基礎能力の形成
事業 (国10/10) を始めとして必要な支援を計画的かつ一貫し

（令和３年度） て実施する。

25生活困窮者 5,709 県 収支の均衡がとれていないなど、家計に課
家計改善支援 題を抱える生活困窮者からの相談に対応する
事業 (国10/10) とともに、情報提供や専門的な助言・指導等

（令和３年度） を行う。

２ 健康福祉行政の総合的推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 県福祉プラン 208 県 ｢県総合計画」の福祉分野における最上位
推進 計画「群馬県福祉プラン」の点検・評価等を
(平成27年度) (県 単) 行い、着実な推進を図る。

2 災害福祉支援 4,950 県社会福祉協 大規模災害時に要配慮者の二次的な被害を
ネットワーク 議会 最小限とするため、施設や避難所において継
推進事業 (国10/10) 続して支援を受けられるよう、県社会福祉協

議会に専任職員を配置するなど、災害時の福
(平成26年度) 祉的支援体制を整備する。

3 災害時健康危 205 県 大規模災害時における被災者の二次的な健
機管理体制推 康被害の最小化に向けて、被災者に対する保
進 (県 単) 健医療福祉活動の調整機能を担う県と市町村

等関係機関の連携を強化するため、研修会や
(平成29年度) 図上訓練を開催するほか、マニュアルを作成

するなど、健康危機管理体制の整備を推進す
る。

4 保健福祉事務 48,462 県 県保健福祉行政における相談窓口や地域中
所運営 核センターの役割を担う保健福祉事務所(10
(平成11年度) (県 単) か所)を運営する。

5 新型コロナウ 2,754 30台 県 保健所（保健福祉事務所）等にタブレット
イルス感染症 端末を配置し、感染症業務への迅速な対応と
対策に係る保 （国10/10） 業務の効率化を図る。
健所感染症業
務のICT化
(令和３年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
6 健康福祉部指 601 県 指定管理者制度の導入施設について、管理
定管理者評価 運営状況を客観的な立場から評価するための
委員会 (県 単) 委員会を運営する。
(平成21年度)

7 健康福祉部指 518 県 令和３年度末で指定管理期間が終了する６
定管理者選定 施設について、外部有識者による選定委員会
委員会 (県 単) を設置し、次期指定管理者の選定を行う。
(令和２年度)

8 保健福祉統計 5,918 県 健康福祉行政の基礎資料を得ることを目的
(昭和22年度) に、人口動態調査、国民生活基礎調査及び病

(国10/10) 院報告など各種保健福祉統計調査を実施す
る。

３ 生活保護制度の適切な運営

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 生活保護 2,688,149

(1)生活保護費 2,685,639 生活に困窮する県民に対し、困窮の程度に
応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保

(昭和25年度) 障するとともに、その自立を助長する。

県 分 2,523,874 約 県 県保健福祉事務所管内の被保護者に支給す
(国3/4、 1,500 る保護費等及び被支援者に支給する支援給付
一部国10/10) 人 費

市 分 161,765 約30 0 県 市福祉事務所（中核市を除く。）管内にお
人 ける住居不明の被保護者に対する保護費の

(県 単) 1/4を負担する。(生活保護法第73条)

(2)行旅病人及 2,510 約20人 市町村 救護者のいない行旅病人及び引取者のいな
び行旅死亡 （中 核市を 除く） い行旅死亡人等を取り扱った市町村に対し、
人等取扱 (県 単) その取扱経費を支弁する。

(明治32年度)

2 生活保護実施 53,146
(昭和25年度)

県 分 52,946 県 県庁及び県保健福祉事務所において、生活
保護及び支援給付等業務を実施する。

(県単、 （内訳）
国1/2、3/4) ・施行事務監査、生活保護関係職員研修、診

療報酬明細書等点検、自立支援事業、保護
施設等施設整備費補助 等

市 分 200 市 ホームレス実態調査を委託により実施す
る。

(国10/10)
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４ 衛生行政推進のための基盤整備

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 衛生環境研究 53,560 県 本県における衛生環境行政の技術的中核機
所運営 関として、公衆衛生、環境保全等に関する調

(県単、国1/2) 査研究、試験検査や技術指導を行う。
(平成４年度) ・所運営 46,722千円

・試験検査 4,684千円
・調査研究 2,154千円

2 衛生環境研究 5,992 県 県内医療機関と連携した原因不明感染症へ
所特別研究事 の対応や薬剤耐性菌の遺伝子解析のほか、光
業 (県 単) 化学オキシダント、マイクロプラスチックな

どの環境問題への対策等、時代に即した研究
(平成14年度) を行い、得られた情報を県民に提供する。
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２５５１
ＦＡＸ ０２７－２４３－６３３３

監 査 指 導 課
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１ 社会福祉施設等指導監査・医療機関立入検査

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 社会福祉施設 3,772
等指導監査及
び医療機関立
入検査

(1)指導監査等 3,363 県 社会福祉法人・施設や介護保険サービス事
及び医療機 うち国庫対象額 業者等に対する指導監査等及び病院等に対す
関立入検査 11 る立入検査を実施する。
実施 (国1/2）

(平成７年度･ 797
平成19年度) (国10/10)

(2)集団指導等 409 県 社会福祉法人職員等に対する研修のほか、
実施 (県 単) 社会福祉施設・事業所等に対する集団指導を

(平成12年度) 実施する。
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２５３１
ＦＡＸ ０２７－２２３－０５３１

医 務 課
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１ 医師確保の推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 緊急医師確保 201,876 113人 県 群馬大学医学部地域医療枠入学者に修学資
修学資金貸与 金を貸与し、一定期間県内の公的病院等へ勤

(県(基金)) 務することを返還免除条件とすることで、地
(平成21年度) 域医療を担う医師の人材育成を図る。

2 医師確保修学 30,600 20人 県 小児科、産婦人科、救急科、外科、総合診
研修資金貸与 療科を対象に、県内研修医等に修学研修資金

(県(基金)) を貸与し、一定期間県内の特定病院の特定診
(平成18年度) 療科に勤務することを返還免除条件とするこ

とで、地域医療を担う医師の確保を図る。

3 医学生修学資 78,000 60人 県 県外医学部、又は県外出身の群馬大学医学
金貸与 部に通う医学生５、６年生を対象に修学資金

(県(基金)) を貸与し、一定期間県内の公的病院等に勤務
(令和元年度) することを返還免除条件とすることで、地域

医療を担う医師の確保を図る。

4 地域医療支援 57,184 県 地域医療に従事する若手医師のキャリア形
センター運営 （委託） 成と一体的に医師確保対策を推進し、医師の

(県(基金)) 県内定着を図るほか、地域の医療事情の調査
(平成25年度) ・検証を行い、医師配置の適正化や地域偏在

の解消を推進する。
※委託先 群馬大学医学部附属病院

5 ぐんまレジデ 23,849 県 医学生向けオンライン病院説明会、研修医
ントサポート 臨床研修病院 による症例発表会及び臨床研修医合同研修会
推進 (県(基金)) の開催を始め、県外医学部生に対する病院見

学助成や動画を活用した各種情報発信等を行
（平成23年度） うなど、県を挙げて研修医を確保・育成する。

6 専門医認定支 4,678 県 県内の専攻医を確保・育成するため、研修
援 医等を対象とする説明会や関係機関との連携

(県(基金)、 会議を開催するほか、研修プログラムを作成
(平成28年度) 一部国10/10） する病院に対して補助する。

7 産科医師等確 29,971
保支援

(1)産科医師等 20,148 19か所 分娩取扱機関 産科医師の処遇改善のため、分娩手当を支
確保支援 （県(基金)） 等 給する分娩取扱機関に対して補助する。

【補助率2/3、
(平成21年度) 1/3】

(2)周産期医療 2,500 医療機関等 産科医師のほか研修医や総合診療医などが
従事者育成 周産期救急に効果的に対応できる知識や能力
支援 （県(基金)） を身に付けるための研修の実施等に対し補助

(平成27年度) 【定額補助】 する。

(3)産科医療を 7,323 ３か所 医療機関 県外都市部の大病院等から産科医師等の派
担う産科医 遣を受ける県内医療機関に対し、その派遣に
師等の確保 （国 10/10） 伴う手当等及び旅費の一部を補助すること
事業 【補助率1/2】 で、県内産科医師等の確保や周産期医療の安

(平成30年度) 定化、勤務環境の改善を図る。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
8 女性医師等就 15,000 県医師会 女性医師等の就業継続を支援するため、県
労支援 医師会の行う保育サポーターバンク運営事業

（県(基金)） に対して補助する。
(平成23年度) 【定額補助】

9 医師臨床研修 898 県 臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の
推進 設定を行うことにより、医師養成課程を通じ
(令和２年度) (県 単) た医師確保対策の充実を図る。

２ 医療提供体制の整備等

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円

1 医療安全相談 5,096 県 医療に関する県民からの苦情や相談に専門

センター運営 の相談員が迅速、適切に対応することにより、

(県 単) 医療に対する安心と信頼を高め、医療機関に

(平成15年度) おける患者サ－ビスの向上を図る。

2 歯科医療安全 719 県 歯科医業を行う医療機関等における医療安

県歯科医師会等 全を確保し、安全で質の高い歯科医療を提供

(平成22年度) (国10/10) するための研修会等を開催する。

3 群馬県医学会 250 １団体 県医師会 県医師会が行う医学会事業に対して補助す

事業補助 る。

(県 単）

(昭和28年度) 【定額補助】

4 東洋療法普及 250 １団体 県鍼灸マッサ 県鍼灸マッサ－ジ師会が行う、はり、きゅ

啓発事業補助 ージ師会 う、マッサージ指圧療法の普及、啓発事業に

(県 単） 対して補助する。

(昭和49年度) 【定額補助】

5 臨床検査精度 1,600 １団体 県医師会 県医師会が行う臨床検査精度管理事業及び

管理・標準化 臨床検査値標準化事業に対して補助する。

事業補助 (県 単）

(昭和56年度) 【定額補助】

6 医師等確保対 100 １団体 群馬大学 公衆衛生医師の確保を図るため、医学生が

策補助 (公衆衛生学 公衆衛生に関する調査研究をするための経費

(県 単） 教室) を補助し、公衆衛生に対する関心を喚起する。

(昭和60年度) 【定額補助】

7 院内感染対策 1,300 １団体 県医師会 医療機関が院内感染予防について相談でき

る体制を整備するとともに、地域における院

(平成24年度) (国1/2、 内感染対策を支援する。

一部県単)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
8 有床診療所等 41,223 ３か所 病院 有床診療所等が行うスプリンクラー等の整
スプリンクラ 有床診療所 備に要する工事費等に対して補助する。
ー等施設整備 (国10/10)
事業補助 【補助率1/2】
(平成25年度)

9 共同利用施設 132,733 ２か所 病院 共同利用を目的とした高額医療機器の整
設備整備補助 備に要する費用に対し補助する。

(国10/10)
【補助率1/3】

10死因究明等 1,657 県 死因究明等を推進するため、「死因究明等
推進 群馬大学等 推進協議会」の運営、行政解剖及び死亡時画
(平成27年度) (国1/2) 像診断撮影を実施する。

11医療安全推進 334 県 医療機関における医療安全を確保し、安全
（委託） で質の高い医療を提供するための研修会等を

(平成28年度) (県 単) 開催する。
※委託先 県医師会

12医療勤務環境 94,961 県 医療機関の自主的な勤務環境改善の取組を
改善支援セン 支援するセンターを運営するほか、医療機関
ター (県(基金）） が行う勤務医の労働時間短縮に向けた体制整

（平成26年度） 備事業に対して補助する。

３ 救急医療対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 救命救急セン 309,186 ２か所 救命救急セン 前橋赤十字病院及び太田記念病院に対し、

ター運営費 ター 各救命救急センターの運営経費を補助する。

補助 (国1/2)

(平成11年度) 【補助率 2/3】

2 救急患者退院 204,183 63か所 病院 急性期を脱した救急患者の円滑な転床・転

コーディネー 院を促進し、救急医療の病床を効果的に活用

ター事業費 (国10/10） するため、病院が配置するコーディネーター

補助 【補助率 1/3】 の人件費等を補助する。

(平成22年度)

3 「救急の日」 320 県 例年９月９日に実施する「救急の日」記念

関連事業委託 県民広報費 （委託） 行事において、救急医療講演会等を開催する。

(昭和59年度) (県 単) ※委託先 県医師会

4 救急医療専門 6,519 県 二次救急医療機関等の勤務医等を対象に、

領域医師研修 （委託） 救急医療に係る専門研修を実施する。

事業 (県(基金)) ※委託先 前橋赤十字病院

（平成23年度）
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
5 ドクターヘリ 298,300 １か所 県 救急医療用ヘリコプター（「ドクターヘリ」）
運航 前橋赤十字病院 を配備する救命救急センターに対して必要経

（国1/2 県1/2） 費を補助する。
(平成20年度) （一部県単） また、ドクターヘリ及びドクターカーの効

【補助率10/10】 果的な運用を図るための検討を行う。

6 メディカルコ 8,956 県 メディカルコントロールの中核となる協議
ントロール協 会を県単位・地域単位で設置・運営し、県協
議会運営 (国1/2) 議会に医師を配置すること等により、病院前

（一部県単） 救護体制の基盤整備を図る。また、PSLSや
(平成15年度) ICLS等の講習会を開催する。

7 統合型医療情 46,248 県 県統合型医療情報システムを運営し、救急
報システム運 医療に必要な情報の収集及び消防本部及び県
営 (国1/3) 民等に情報提供を行う。

(一部県単) （債務負担行為59,351千円）

(昭和55年度) （市町村負担金あり）

8 障害児(者) 26,424
歯科医療体制
整備

(1)心身障害児 20,400 県 心身障害児(者)の歯科医療の確保を図るた
(者)歯科診療 （委託） め、歯科診療事業等を実施する。
事業等委託 （県(基金)） ※委託先 県歯科医師会
(昭和49年度)

(2)一次医療機 866 県 一次医療機関の歯科医師及び歯科衛生士を
関研修事業 （委託） 養成するため、研修事業を実施する。

(平成26年度) （国1/2） ※委託先 県歯科医師会

(3)空調機器等 5,158 １団体 県歯科医師会 空調機器更新等に要する費用を補助する。
整備事業
(令和2年度) （県(基金)）

9 小児救急医療 2,586 県 小児医療啓発冊子の作成や保護者講習会を
啓発 開催することにより、保護者の子育てにおけ
(平成15年度) （国1/2） る不安や病院勤務医の負担を軽減する。

10病院群輪番制 13,859 ２か所 市町村等 市町村等と共同して、二次救急輪番病院の
病院設備整備 設備整備に要する費用を補助する。
費補助 （国1/2 県1/2）

（平成11年度） 【補助率2/3】

11小児救急医療 1,641 県 小児救急医療体制の整備充実対策に関わる
対策協議会 事項について協議する協議会を開催し、小児
(平成12年度) (県 単) 救急医療関係者間の連携を図る。

12子ども医療 37,303 県 夜間や休日の子どもの急な病気やケガにつ
電話相談 いて看護師などに電話で相談できる「子ども

（県(基金)） 医療電話相談(#8000)」を実施する。
(平成17年度) ・相談時間 月～土 18:00～翌朝8:00

日・祝 8:00～翌朝8:00
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
13小児救急医療 124,907 ４ブロ 県 小児科を標榜する病院群が輪番を組むこと
支援 ック （委託） により小児科医及び病床を確保し、休日及

（県(基金)） び夜間における子どもの救急医療体制を整備する。
(平成13年度) ※委託先 県内病院

14小児初期救急 1,092 ４か所 市町村 小児初期救急医療体制の整備・充実を図る
導入推進 ため、小児救急地域医師研修事業を実施する。

（県(基金)）
(平成18年度) 【補助率2/3】

15脳卒中対策 316 １か所 県 脳卒中の医療連携体制を推進するため、実
推進 前橋赤十字病院 態調査や講演会の開催等の費用に対して補助

（県(基金)） する。
（令和３年度） 【補助率10/10】

４ 周産期医療対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 周産期医療対 12,407 県 周産期医療対策協議会を開催し、周産期医
策 療体制の諸課題について検討する。また、母

（国1/3） 体及び新生児の円滑な搬送を目的に、周産期
(平成10年度) 医療情報システムを運営するほか、医療従事

者に対し新生児蘇生法研修会を開催する。

2 総合・地域周 243,156 ８病院 総合周産期母 周産期医療の体制整備を図るため、県が指
産期母子医療 子医療センター 定・認定した総合及び地域周産期母子医療セ
センター運営 （国1/3、 地域周産期母 ンターの運営費に対して補助する。
費補助 一部県2/3） 子医療センター

【補助率 1/3、
（平成17年度） 一部10/10】

3 在宅医療未熟 11,369 ２か所 病院 在宅医療に移行したNICU等長期入院児等
児等一時受入 を一時的に医療機関で受け入れる体制を確

（国10/10） 保し、家族の療養上の負担軽減を図る。
(平成23年度) 【補助率 1/3】

4 新生児搬送用 1,680 12か所 県 各地域に新生児搬送用保育器を整備し、医
保育器整備 療機関と消防機関とが連携した新生児搬送体
(平成19年度) （県 単） 制の維持を図る。

5 地域周産期医 46,295 県 周産期医療体制の再構築へ向け、総合周産
療確保整備 病院 期母子医療センターの再整備検討や救急救命

（県(基金)、 士に対する研修を行うほか、分娩取扱施設の
(平成26年度) 一部国10/10） 施設・設備整備に対して補助する。
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５ 災害医療対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 災害医療対策 6,348 県 災害医療コーディネーター、災害医療サブ

コーディネーター及び地域災害医療コーディ
(平成19年度) （県単、 ネーターを設置するとともに、災害医療対策

一部国10/10） 部会、地域災害医療対策会議の運営を行い、
災害医療体制整備を推進する。
また、病院のBCP（業務継続計画）策定を

支援するための講座を開催する。

2 災害医療研修 5,796 １か所 県 災害医療にあたる人材育成のための研修を
事業 前橋赤十字病院 前橋赤十字病院と共催で実施するほか、県医

（県(基金)、 県医師会 師会が実施する被災地でのチーム医療研修を
(平成18年度) 一部県単） 支援する。

【定額補助】

3 災害拠点病院 12,466 １か所 災害拠点病院 地域災害拠点病院に対し、必要な施設設備
設備整備事業 の費用を補助する。
(平成8年度) （国1/3 県1/3）

4 防災訓練等参 4,000 群馬DMAT指定 国が主催する総合防災訓練の参加に必要な
加費補助 組織・病院 旅費等を補助する。

(国10/10)
(平成21年度) 【定額補助】

６ へき地医療対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 自治医科大学 134,162 １団体 自治医科大学 へき地医療を担う医師を養成するために設
運営費負担金 立された自治医科大学の運営費等を負担す
(昭和48年度) (県 単) る。

2 へき地医療支 1,212 １団体 へき地医療支 へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率
援機構運営 援機構 的に実施するため、へき地医療支援機構の運

（国1/2、 営経費に対して補助する。
(平成15年度) 一部県単）

3 へき地診療所 19,733
対策

(1)へき地診療 11,796 １か所 市町村 市町村が運営するへき地診療所の運営費に
所運営費 対して補助する。
補助 （国2/3）

(昭和38年度) 【補助率10/10】

(2)へき地診療 7,937 ３か所 市町村 市町村が運営するへき地診療所の施設・設
所施設・設 備整備に係る経費に対して補助する。
備整備費補 (国 10/10)
助 【補助率1/2】

(平成14年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

4 へき地医療拠 10,168 ２か所 病院 へき地医療拠点病院が行う巡回診療等に係
点病院運営費 る経費に対して補助する。
補助 （国1/2）
(平成22年度） 【補助率10/10】

７ 保健医療計画推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 県保健医療計 9,758 県 第８次県保健医療計画を推進するため、県
画推進 保健医療計画会議等において協議を行うとと

(県 単) もに、計画の進捗管理を行うことで着実な推
(昭和63年度) 進を図る。また、次期計画策定に向けて、県

内医療機関の受療動向を把握・分析する。

2 地域保健医療 9,625 県 第８次県保健医療計画を推進するため、地
対策協議会 域保健医療対策協議会（地域医療構想調整会

（県単、 議）を開催し、地域の医療提供体制について
(平成26年度) 一部県(基金)） 協議する。

3 重粒子線治療 422 県 重粒子線治療運営委員会を開催するほか、
推進 利子補給制度の運用及び重粒子線治療の広報

(県 単) 啓発等を実施する。
(平成22年度)

4 病床機能分化 604,961
・連携推進

(1)病床機能分 226,669 病院 病床の機能分化・連携を推進するため、回
化・連携推 有床診療所 復期病床等の施設・設備整備や病床減を伴う
進 （県(基金)） 用途変更に対して補助する。

・回復期病床等新築整備 72,757千円
（平成26年度） 【補助率1/2、2/3】 ・回復期病床改修整備 51,363千円

・回復期病床転換促進設備整備 3,500千円
・病床減を伴う用途変更（改修整備等）

91,050千円
・中小企業診断士等への相談費 8,000千円

(2)糖尿病病診 1,232 １団体 県医師会 糖尿病治療に係る病診連携を推進するた
連携等推進 め、県医師会が行う糖尿病連携手帳の普及事

（県(基金)） 業等に対して補助する。
（平成27年度）【補助率 10/10】

(3)循環器病病 2,000 １団体 県医師会 循環器病治療に係る病診連携を推進するた
診連携等推 め、県医師会が行う循環器病連携手帳の普及
進 （県(基金)） 事業に対して補助する。
(令和3年度) 【補助率 10/10】
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(4)病床機能再 375,060 病院 地域医療構想の実現を図る観点から、病院
編支援事業 有床診療所 等による病床機能の再編等に対して補助す

(国10/10) る。
(令和3年度)

5 遠隔医療連携 38,691 県 医療機関に対して遠隔医療設備に係る補助
推進 医療機関 を行うとともに、オンライン診療に関するセ
(令和3年度) (国10/10) ミナーの開催等を行う。

８ 地域医療介護総合確保計画

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 地域医療介護 2,332,799 県 医療と介護の総合的な確保を図るため、県
総合確保基金 地域医療介護総合確保基金に国交付金等の積

（国2/3、 立を行う。
(平成26年度) 国10/10）

９ 看護師等指導養成

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 准看護師資格 4,902 県 保健師助産師看護師法に基づき、准看護師

試験を実施する。
（昭和29年度） （県 単） 行政処分を受けた准看護師に対し、再教育

研修を実施する。

2 看護職員確保 23,663
対策

(1)ナースセン 23,206 県 県看護協会をナースセンターに指定し、ナ
ター運営事 （委託） ースセンター事業（無料職業紹介、潜在看護
業 （県(基金）、 職員等復職支援研修事業、届出制度の広報、

一部県単） ナースセンター運営委員会等）を実施する。
（昭和49年度） ※委託先 県看護協会

(2)「看護の日」 300 県 「看護の日」（５月12日）の記念行事とし
記念行事 県看護協会､日本精神科看 て、優良看護職員知事表彰、普及啓発イベン

（平成３年度） (県 単) 護協会群馬県支部､県助産師会 トを実施する。

(3)看護職員確 157 県 看護職員の確保を図るため、関係者による
保推進 推進委員会を開催する。

(県 単)
（平成13年度）
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
3 看護職員修学 62,920 173人 県 県内の看護師等養成所又は県外の通信制看
資金貸与 護師養成所に在学中で、将来県内の返還免除

(県 単) 対象施設で看護業務に従事しようとする者に
(昭和37年度) 対し修学資金を貸与し、看護職員の県内定着

を図る。

4 看護師等養成 217,641 16か所 民間立看護師 看護職員の養成力の充実を図るため、看護
所運営費補助 等養成所 師等養成所運営事業に対し、課程ごとに学級

（県(基金）） 数・定員などに応じて補助する。
（昭和45年度） 【補助率 10/10】

5 看護師等養成 6,585 ９か所 民間立看護師 看護師等養成所の新築、増改築に係る施設
所施設整備費 等養成所 整備費、設備整備費の一部を補助する。
設備整備費補 （県(基金））
助 【補助率 1/2】

（昭和54年度）

6 看護師勤務環 5,827 １か所 病院 病院が行う看護師詰め所、処置室、症例等
境改善施設整 検討会議室等の施設整備に対し補助し、看護
備費補助 （県(基金）） 職員が働きやすい環境整備を推進し、離職防

（平成25年度） 【補助率 1/3】 止につなげる。

7 院内保育施設 120,220 34か所 病院 子どもを持つ医療従事者の離職防止と再就
運営費補助 診療所 職促進を図るため、病院等が設置する保育施

(県(基金）、 設の保育士等職員の人件費に対して補助する。
（昭和49年度） 一部県単）

8 院内保育所施 7,045 １か所 病院 院内保育所の新築、増改築及び改修に対し
設整備費補助 診療所 施設整備費の一部を補助する。

（県(基金））
（平成23年度） 【補助率 1/3】

9 看護職員資質 13,007
向上推進

(1)専任教員継 334 県 看護師等養成所の教員に対し、看護基礎教
続研修 育を充実させるための研修を実施し、看護教

（平成23年度） （県(基金）） 員の質の向上を図る。

(2)実習指導者 2,924 50人 県 看護実習指導者を対象に、看護教育におけ
講習会 （委託） る実習の意義及び実習指導者としての役割を

（県(基金）） 理解し効果的な実習指導ができるよう、必要
（昭和58年度） な知識・技術を修得するための講習会を開催

する。
※委託先 県看護協会

(3)看護補助者 648 県 医療関係職種によるチーム医療推進の一環
の資質向上 （委託） として、チーム医療において看護補助者が適
支援研修事 （県(基金）） 切に役割を果たせるよう研修を実施する。
業 ※委託先 県看護協会

（平成28年度）
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(4)専任教員養 8,880 県 看護師等養成所の専任教員の要件の一つで
成講習会 （委託） ある専任教員養成講習会を開催する。

（平成７年度） （県(基金）） ※委託先 県立県民健康科学大学

(5)一般就業助 221 県 専門高度化する医療現場に対応し、最新の
産師等再教 （委託） 知識や技術を習得するため、助産師を対象と
育講習 （県(基金）） した研修を実施する。

（昭和58年度） ※委託先 県助産師会

10新人看護職員 28,360 53か所 県（委託） 新人看護職員の質向上及び早期離職防止を
研修 病院 図るため、新人看護職員研修を実施する病院

（県(基金）） 等に対して補助するとともに、多施設合同研
（平成22年度） 【補助率1/2、 修事業、研修責任者等研修事業及び新人看護

1/3】 職員研修推進事業を実施する。
※委託先 県看護協会

11訪問看護推進 4,521 ２団体 県 訪問看護師の養成及び育成のための研修
（委託） （ステップ１、指導者編、入門プログラム編、

（平成４年度） （県(基金）） 精神科訪問看護）を実施する。
※委託先 県看護協会

県訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ連絡協議会

12外国人看護師 578 １か所 病院 EPAに基づき入国する外国人看護師候補者
候補者就労研 の円滑かつ適正な受入れを行うため、受入施
修支援事業 （国 10/10） 設が行う日本語能力向上のための措置や研修

（平成22年度） 【補助率 10/10】 支援体制整備に対して補助する。

13地域保健・看 2,107
護職員研修

(1)地域保健福 851 県 各保健福祉事務所において、地域保健に関
祉企画研修 わる関係者に対し、管内の実状に即した地域

（平成９年度） (県 単) 保健福祉企画研修を実施する。

(2)保健師研修 1,173 県 保健師を対象に、階層別研修や県外研修、
等 学会派遣等を実施する。

(昭和23年度） (県 単)

(3)公衆衛生看 83 県 保健福祉事務所において公衆衛生看護実習
護学実習指 を実施するとともに、実習指導者に対する研
導者研修等 (県 単) 修を行う。

(平成23年度)

14地域保健従事 2,175 県 県保健師人材育成手引きに基づき、現任教
者現任教育推 育体制の構築を推進するための検討会を開催
進事業 （国1/2） するとともに、新任保健師育成支援事業を行
(平成23年度) う。

15院内研修用設 1,800 ６か所 病院 看護師等の資質向上を図るために院内研修
備整備費補助 で使用する、看護実習シミュレーター等の設

（県(基金）） 備整備に対して補助する。
（平成26年度） 【補助率 1/2】
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
16看護師特定行 18,659 20人 県 看護師特定行為研修制度について周知する
為研修支援 とともに、受講費用等を補助することにより

（県(基金）） 研修の受講を促進する。
（平成28年度） また、看護師特定行為研修機関である県民

健康科学大学に対して補助する。

17助産師出向等 2,136 １団体 県 助産師の偏在解消や助産実践能力の強化を
支援事業 （委託） 図るため、施設間での助産師の出向・受入れ

（国10/10） に対し支援を行う。
（平成30年度） ※委託先 県看護協会

18感染管理認定 2,500 5人 県 新型コロナウイルス感染症等をはじめとした
看護師研修支 感染管理に関する高い専門性を有する看護師
援事業 （県（基金）） を確保するため、感染管理認定看護師研修の

（令和３年度） 受講費用に対して補助を行う。

10 病院事業会計繰出

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 病院事業会計 5,521,970 県(病院局） 地方公営企業法に基づき、県立病院経費の
繰出金 うち本来的には一般行政事務と考えられる事

（県 単） 業及び高度・特殊な医療で採算を取ることが
（平成15年度） 難しい事業の経費について、一般会計から繰

出を行う。
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２５６１
ＦＡＸ ０２７－２２３－６７２５

介 護 高 齢 課
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１ 高齢社会対策の総合的推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 敬老の日 1,182 県 県内男女最高齢者に対し、慶祝状及び花束
長寿者慶祝 を贈呈し、老人福祉への関心と理解を深める。
訪問実施 (県 単)
(昭和26年度)

2 高齢者 70 県 第８期高齢者保健福祉計画（R3～R5年度）
保健福祉計画 の進行管理等を行う。
進行管理 (県 単)

（平成24年度）

3 高齢介護施策 582 県 高齢介護施策全般の推進等に当たり、介護
推進協議会 関係者等により構成する協議会を開催する。
運営 (県 単)

（平成26年度）

4 ひとり暮らし 34 県内のひとり暮らし高齢者の実態を把握
高齢者調査 県 し、今後の福祉施策の基礎資料とする。

(県 単) ・調査基準日 ６月１日
(昭和45年度) ・調査対象 県内に居住する70歳以上の

ひとり暮らし高齢者

5 在宅要援護者 8,300 市町村 高齢者が長年住み慣れた家庭や地域におい
総合支援 て生活が続けられるよう、市町村が行う介護

（平成12年度） (県 単) 60,000円／人 慰労金支給事業に対し補助することにより、
【補助率1/2】 在宅福祉施策を支援する。

２ 元気高齢者に対する総合的支援

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 高齢者の地域 13,976
デビュー応援

(1)県長寿社会 13,646 １団体 県長寿社会づ シニア世代の健康寿命の延伸と積極的な社
づくり財団 くり財団 会参加を促進するため、県長寿社会づくり財
支援 (県 単) 団が実施する各種講座やイベントの開催等の

(平成３年度) 取組に対して補助する。

(2)高齢者の活 330 県 地域で活躍する高齢者の魅力ある活動を紹
躍を紹介す 介する動画を配信し、活動の普及と高齢者の
る動画配信 (国 1/2) 積極的な社会参加を推進する。

(令和２年度)

2 県長寿社会づ 61,943 １団体 県長寿社会づ 県長寿社会づくり財団の運営費を補助す
くり財団運営 くり財団 る。
(平成３年度) (県 単)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
3 高齢者の生き 31,908 1,055 市町村 単位老人クラブ、市町村老人クラブ連合会
がいと健康づ クラブ の自主活動の促進と健全な育成を図るため、
くり支援 (国1/2) 市町村が交付する助成額に対して補助する。

33 ・単位老人クラブ
(昭和38年度) 【補助率 2/3】 連合会 101人以上 79ｸﾗﾌﾞ 71～100人 190ｸﾗﾌﾞ

50～ 70人 347ｸﾗﾌﾞ 30～ 49人 439ｸﾗﾌﾞ
中核市 ・市町村連合会 33団体
除く ・会員数 63,642人

4 県老人クラブ 9,316
連合会補助

(1)運営費補助 878 １団体 県老人クラブ 県老人クラブ連合会及び郡老人クラブ連合
(昭和38年度) 連合会 1 会(４団体)の運営費を補助する。

(県 単） ４団体 郡老人クラブ
【定額補助】 連合会 4

(2)老人クラブ 7,323 １団体 県老人クラブ 老人クラブ活動の推進を図るための活動推
活動推進員 連合会 進員の設置費を補助する。
設置補助 (国1/2)

(昭和49年度)

(3)老人クラブ 200 １団体 県老人クラブ 高齢者福祉を推進するため、県民の参加を
大会開催経 連合会 得て開催する老人クラブ大会の開催経費を補
費補助 (県 単） 助する。

(昭和38年度) 【定額補助】

(4)高齢者相互 400 １団体 県老人クラブ 老人クラブ会員等が、地域の一人暮らしの
支援推進・ 連合会 高齢者やねたきりの高齢者等の家庭を訪問
啓発事業 (国1/2) し、介護援助や家事援助・対話等の活動を行

(平成４年度) うとともに、当該事業について普及啓発する。

(5)健康づくり 270 １団体 県老人クラブ 長寿社会における高齢者の生きがいと健康
･介護予防 連合会 づくりを積極的に推進するため、「健康づく
支援事業 (国1/2) りリーダー」の養成や各種スポーツ講習会、

(平成７年度) 大会などを実施する。

(6)高齢消費者 245 １団体 県老人クラブ 高齢消費者被害を防止するため、「見守り
被害防止キ 連合会 サポーター」を養成するほか、「ＮＯ！詐欺
ャンペーン (国1/2) キャンペーン」と連携して、老人クラブ会
事業 員や地域住民に対する啓発を効果的に行う。

(平成27年度)

5「群馬はばたけ 461 県 介護保険制度を活用した「介護支援ボラン
ポイント制度」 ティアポイント制度」を基本的枠組みとする
推進 (県 単) 本県独自のボランティア制度「群馬はばたけ
(平成23年度) ポイント制度」を、市町村とともに推進する。

6 「ぐんまちょ 1,189 県 高齢者の積極的な外出を促し、地域とのつ
い得シニアパ ながりの強化や健康維持を図るため、65歳以
スポート事 (県 単) 上の高齢者を対象として、商品の割引などの
業」推進 優遇措置を受けられる「ぐんまちょい得シニ

（平成24年度） アパスポート」の普及を図る。
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３ 介護基盤の整備推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

1 大規模修繕費 100,000 特養・養護・ 老人福祉施設(特養、養護、軽費)の大規模
補助 軽費老人ホー 修繕（屋上防水、外壁改修、空調設備に限る）る）

（県 単） ム設置者 に対して補助する。
(平成18年度) 【補助率1/2以内】 補助上限額 20,000千円

補助率 1/2以内

2 民間介護老人 8,090 21施設 民間介護老人 民間介護老人保健施設の運営の安定や施設
保健施設整備 保健施設開設 整備促進を図るため、施設整備に係る借入資
資金利子補助 (県 単) 者 金に対する利子補給を行う。

・福祉医療機構借入分：
(平成５年度) 利率の0.75％又は利息の1/3の低い方

・一般金融機関借入分：
利率の0.375％又は利息の1/6の低い方
ただし、いずれも借入500,000千円を限度

3 地域密着型介 543,312 市町村 地域包括ケアシステムの構築に向け、市町
護拠点等整備 村の要望等を踏まえた地域密着型介護拠点等

(県(基金)) の整備を促進するため、地域密着型特別養護
(平成27年度) 老人ホーム等の施設整備費を補助する。

4 開設準備経費 895,835 市町村等 特別養護老人ホーム、地域密着型介護サー
等補助 ビス施設等の円滑な開設のため、開設前の介

(県(基金)) 護職員等の雇上げ費用、開設準備に必要な備
(平成27年度) 品購入費等の経費を補助する。

既存施設の大規模修繕時にあわせて行うＩ
ＣＴ等導入経費を補助する。

5 改修、転換等 94,000 特養設置者・ 特別養護老人ホーム入居者のプライバシー
支援 介護保険サー 保護のために行う多床室の改修経費や、施設

(県(基金)) ビス事業者 での看取り対応できる環境整備のための改修
(令和元年度) 等 経費を補助する。

6 高齢者施設等 21,861 特養設置者・ 高齢者施設等の利用者が、水害等発生時に
防災・減災設 介護保険サー 円滑で安全な避難ができるよう、垂直避難エ
備整備等補助 (国2/3) ビス事業者 レベーター、スロープ等の改修工事等にかか

等 る経費を補助する。
（令和元年度） また、災害によるブロック塀の倒壊事故等

を防ぐため、安全上対策が必要なブロック塀
等の改修経費を補助する。
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４ 老人福祉施設等運営指導

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 軽費老人ホー 765,644 41施設 軽費老人ホー 軽費老人ホーム(Ａ型及びケアハウス)利用
ム利用料補助 ム 者の利用料減免額に対して補助する。

(県 単) ・補助額 施設利用料単価×入居者延数
(昭和38年度) －入居者費用負担額

・本人からの利用料徴収額(月額)
① Ａ型 対象収入に応じた額
(１階層：7,000円～21階層：利用料全額)
② ケアハウス 対象収入に応じた額
(１階層：7,000円～18階層：利用料全額)

2 老人福祉施設 1,200 １団体 県老人福祉施 県老人福祉施設協議会が実施する、施設職
協議会研修事 設協議会 員の研修事業に係る経費の一部を補助する。
業費補助 (県(基金))
(平成７年度) 【定額補助】 対象事業：新規採用職員、施設職員研修会他

3 高齢者居住施 2,694 県 有料老人ホーム入居者の処遇向上を図るた
設機能強化 め、有料老人ホーム等を訪問し、施設運営の
推進 (県 単) 課題等へ必要な助言を行うとともに、施設従

(平成30年度) 事者に対し虐待防止等の研修を実施する。

５ 介護人材の確保

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 介護人材確保 200 県 関係団体や関係行政機関等が情報を共有
対策会議 し、緊密な連携を図りながら人材確保対策を

（平成19年度） (県(基金)) 展開するため、介護人材確保対策会議を開催
する。

2 外国人介護福 1,640 介護サービス 経済連携協定（EPA）に基づき外国人介護
祉士候補者受 事業者 福祉士候補者を受け入れた施設に対し、日本
入施設学習支 (国10/10) 語学習や介護分野の専門学習に要する経費を
援 補助する。

（平成22年度） 【補助率10/10】

3 児童・生徒向 620 県 将来の介護を担う人材となる小学生（５
け動画の作成 年）、中学生（１年）、高校生（１年）等を対
(平成21年度) (県(基金)) 象とした動画を作成し発信する。

4 介護福祉士修 36,857 県社会福祉協 介護職を目指す学生の増加と卒業後の介護
学資金等貸付 (県 単) 議会 現場への就労・定着を促進するための「修学

【補助率1/10】 資金」、潜在介護人材の呼び戻しのための「再
(平成27年度) 就職準備金」や新たな人材を確保するための

(県(基金)) 「介護分野就職支援金」の貸付を実施するた
【補助率10/10】 め、県社会福祉協議会に貸付原資を補助する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
5 外国人介護人 156 県 外国人介護人材の受入れを希望する事業者
材受入準備講 を対象として、受入制度や受入事例などに関
座 (県(基金)) する動画を作成し発信する。
(平成28年度)

6 介護人材参入 10,000 関係団体 介護人材の新規参入を促進するため、中高
促進事業 養成施設等 生やその保護者、留学生等を対象にした進路

(県(基金)) 相談や職場訪問、職場体験等に要する経費を
(平成21年度) 【補助率10/10】 補助する。

7 介護未経験者 1,000 関係団体 介護人材の新規参入を促進するため、介護
等講習支援 養成施設等 未経験者等を対象に関係団体等が実施する職

(県(基金)) 場体験を含む研修等に要する経費を補助す
(平成26年度) 【補助率10/10】 る。

8 学生等就職支 200 関係団体 介護福祉士養成施設の学生と介護施設・事
援事業 養成施設等 業所の円滑なマッチングを図るため、関係団

(県(基金）） 体等が実施する学生向けセミナー及び就職面
（平成30年度） 【補助率3/4】 接会開催に要する経費を補助する。

9 介護実習支援 225 関係団体 介護福祉士養成施設の学生が介護施設・事
事業 養成施設等 業所で受講する介護実習を円滑に実施するた

(県(基金)) め、関係団体等が行う調査や研修等に要する
（平成27年度） 【補助率3/4】 経費を補助する。

10介護助手養成 800 関係団体等 地域の「元気高齢者」等に介護に係る補助
支援事業 的業務や周辺業務を担ってもらえるよう、関

(県(基金）） 係団体が「介護助手」を養成するための経費
(平成28年度) 【補助率3/4】 を補助する。

11介護に関する 3,812 県（委託） 中高年齢者等の介護未経験者が介護職や介
入門的研修支 市町村 護ボランティアに参入しやすくなるよう、市
援事業 (県(基金)) 町村が実施する受入促進セミナーや入門的研

【補助率10/10】 修の実施及び施設等とのマッチングに要する
(令和元年度) 経費を補助するとともに、入門的研修を実施

する企業等に県が講師を派遣する。
※委託先 介護労働安定センター群馬支所

12介護職員初任 3,640 市町村 市町村が実施する介護職員初任者研修に要
者研修支援事 する経費や介護職員初任者研修受講者に対す
業 (県(基金)) る受講料の補助に要する経費を補助する。

（令和２年度） 【補助率1/2】

13外国人留学生 3,560 介護サービス 介護サービス事業者が学費や居住費の支援
への奨学金支 事業者 を目的として外国人留学生に支給する奨学金
給支援事業 (県(基金)) に要する経費を補助する。

（令和２年度） 【補助率1/3】

14外国人介護人 10,000 介護サービス 外国人介護人材を受入れる介護サービス事
材受入施設等 事業者 業者が行う翻訳機の導入、生活面のサポート
環境整備事業 (県(基金)) 養成施設 や学習支援等に要する経費を補助するととも

【補助率2/3】 に、留学生に適切な教育・指導を行うための
（令和２年度） 教員の質の向上に資する研修等に要する経費

を補助する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
15介護業雇用管 10,149 県 専門家派遣等により介護施設・事業所の課
理等相談援助 （委託） 題解決を支援するとともに、「ぐんま介護人
事業（ぐんま (県(基金)) 材育成宣言」制度の普及と円滑な実施のため
介護人材育成 のスタートアップセミナーやアドバイザーに
制度分含む。） よる相談援助を実施するほか、働きやすい・

働きがいのある職場づくりに関する一定の基
(平成27年度) 準を満たした介護サービス事業者を認証す

る。
※委託先 介護労働安定センター群馬支所

16介護分野技能 2,231 県 技能実習生及び特定技能により就労する外
実習生等日本 国人に対し、介護技能と日本語能力の更なる
語研修 (国10/10) 向上を目指すための研修を実施する。
(令和３年度)

17施設内保育施 3,865 介護サービス 子どもを持つ介護職員の離職防止と再就職
設運営支援事 事業者 促進を図るため、介護施設・事業所に設置さ
業 (県(基金)) れた保育施設等の運営に要する経費を補助す
(平成27年度) 【補助率2/3】 る。

18介護ロボット 59,000 介護サービス 介護職員の負担を軽減するため、介護施設
等導入支援事 事業者 等への介護ロボットやICTの導入に要する経
業 (県(基金)) 費を補助する。

（平成27年度） 【補助率1/2、3/4】

19介護職員に対 3,423 県 介護職員の職場の悩み等に関する相談を受
する悩み相談 （委託） け付ける「介護職員相談サポートセンター」
窓口設置事業 (県(基金)) を運営する。

（令和２年度） ※委託先 県社会福祉協議会

20県ホームヘル 1,864 １団体 県ホームヘル ホームヘルパーの資質向上を図るため、各
パー協議会研 パー協議会 種研修会の開催に要する経費を補助する。
修会補助 (県(基金)）

（昭和52年度） 【補助率10/10】

21現任介護職員 8,000 関係団体 関係団体や介護福祉士養成施設等が実施す
キャリアアッ 養成施設等 る、介護職員の資質向上を図るための研修に
プ支援 (県(基金)) 要する経費を補助する。
(平成21年度) 【補助率10/10】

22代替職員の確 3,000 介護サービス 介護サービス事業者が介護職員等に研修等
保による研修 事業者 を受講させる場合の代替職員の任用に要する
等支援 (県(基金)) 経費を補助する。
(平成25年度) 【補助率3/4】

23認知症ケア研 1,200 関係団体 介護施設・事業所の管理者等を対象に、認
修事業 養成施設等 知症高齢者に対する介護サービスの質の向上

（平成27年度） (県(基金)) を図るために行う研修等に要する経費を補助
【補助率3/4】 する。
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６ 介護研修等実施

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 ぐんま認定介 10,849 県 介護福祉士が意欲を持って働き続けられる
護福祉士養成 （委託） よう、介護現場のリーダーとして必要とされ
事業 (県(基金)) る組織運営能力や技術等を有する介護福祉士

を養成し認定する、本県独自のキャリアアッ
(平成20年度) プ制度「ぐんま認定介護福祉士養成研修」を

実施する。
※委託先 県社会福祉事業団

2 認知症介護指 11,354 県 認知症高齢者の介護実務者及びその指導的
導者養成 （委託） 立場にある者を対象に、実践的な研修を実施

(県単、 し、認知症介護の専門職員を養成する。
(平成13年度) 県(基金)) ※委託先 県社会福祉事業団

3 介護知識・技 3,001 県 福祉・医療関係者等を対象に、介護に関す
術普及啓発 （委託） る研修を実施し、高齢者介護に関する知識・

(県単、 技術の普及を図る。
(平成10年度) 県(基金)) ※委託先 県社会福祉事業団

4 喀痰吸引等研 2,097 県 たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員
修事業 （委託） を養成するため、指導者となる看護師等を養

(県(基金)) 成する喀痰吸引等指導者講習を実施する。
(平成23年度) ※委託先 県社会福祉事業団

5 喀痰吸引等関 1,894 県 介護職員が喀痰吸引等を行うための制度の
係登録等事務 円滑な実施を図る。

（平成24年度） (県 単)

７ 介護保険制度の安定運営

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 総合啓発推進 342 県 介護保険制度について理解を深めてもらう

ため、周知・啓発用パンフレットを作成・配
(平成11年度) (県 単) 布する。

2 市町村指導 254 市町村 県 介護保険事業の適正な健全運営を図るた
め、保険者である市町村の実地指導等を行う。

(平成12年度) (県 単)

3 介護給付費県 25,289,760 市町村 県 介護・予防給付に要する費用のうち、利用
費負担金 者負担（１割・２割・３割）及び施設入所者

(県 単) の食費と居住費を除く標準給付額の一部を、
(平成12年度) 保険者である市町村に対し交付する。

（負担割合）
国25%（施設20%）、県12.5％（施設17.5%）、
市町村12.5%、保険料50%
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
4 介護保険財政 71 県 市町村の介護保険財政の安定化を図るた
安定化基金 め、保険料の未納や給付費の増加等に起因す

(県 単) る収支不足について、資金の貸付・交付を行
(平成12年度) う基金を運営する。

5 介護保険計画 224 県 第８期介護保険事業支援計画（R3年度～R5
等推進 年度）の進行管理等を行う。
(平成18年度) (県 単)

８ 介護支援専門員の養成と低所得者対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 介護支援専門 3,445 ２団体 県社会福祉協 地域包括ケアシステムの中で、多職種と連
員等養成 議会 携・協働して利用者の尊厳と自立支援に資す

（県単、 るケアマネジメントを実践できる専門職を養
(平成10年度) 県(基金)） 県介護支援専 成するため、介護保険法に基づく介護支援専

門員協会 門員研修の実施や介護支援専門員協会が実施
する各種研修会に要する経費を補助する。

2 介護保険利用 4,292 市町村 特定のサービスを利用した際の介護費や食
者負担対策 費など低所得者の自己負担について、市町村

(国2/3) が一定額減免した場合、所要経費の一部につ
(平成12年度) いて補助する。

3 介護支援専門 1,428 県 介護支援専門員の資格管理を適切に行う。
員名簿管理
(平成18年度) (県 単)

4 低所得者の介 635,980 市町村 県 低所得者の第１号介護保険料の軽減に係る
護保険料軽減 経費の一部を、保険者である市町村に対し交
強化 （県 単） 付する。

（平成27年度） （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

９ 介護サービスの質の向上とサービス利用者の支援

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 事業者指導 7,368 県 介護サービス事業所の指定、事業者の指導

(県単､ を行う。
(平成12年度) 一部国10/10)

2 国保連苦情処 6,000 １団体 県国民健康保 介護サービス内容に関する利用者からの苦
理体制整備補 険団体連合会 情に対応する相談員の設置等に要する経費を
助 (県 単) 補助する。
(平成12年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
3 外部評価推進 101 県 グループホームの外部評価について、新た
事業 に調査員を養成するための研修及び現任の調
(平成14年度) (県 単) 査員の資質向上を図る研修を実施する。

4 介護サービス 5,133 県 介護サービス事業所・施設の情報につい
情報の公表 て、訪問調査を行い情報の内容を確認すると

(国 1/2、 ともに、インターネットで公表する。
(平成18年度) 一部県単)

１０ 介護保険給付の適正化

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 認定調査員等 2,024 県 認定調査員、介護認定審査会委員、主治医
研修 意見書作成医師及び市町村職員等に対し、研

(国 1/2、 修を行い、公平・適正な要介護認定を実施す
(平成11年度) 一部県単） る。

2 介護保険審査 468 県 保険者の行政処分に対する不服申立の審理
会運営 ・裁決を行う審査会を運営する。
(平成11年度) (県 単)

3 介護費用適正 3,980 市町村 県 効果的な適正化対策の実施のため、ケアプ
化推進事業 (一部委託） ラン点検業務を支援するための専門職派遣な

(国 10/10) ど保険者に対する支援等を行う。
(平成18年度) ※委託先 県介護支援専門員協会

１１ 新型コロナウイルス感染症対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 高齢者施設へ 10,848 県 高齢者施設において新型コロナウイルス感
の応援職員派 （委託） 染症が発生した際に他施設から派遣する応援
遣支援事業 (県(基金)) 職員のコーディネート業務を実施する。
(令和２年度) ※委託先 県社会福祉協議会

2 応援職員派遣 65,753 介護サービス 「高齢者施設への応援職員派遣支援事業」
に係るかかり 事業者 に基づき、応援職員を派遣した施設に対し、
増し経費補助 (国 10/10) 旅費等のかかり増し経費を補助する。
(令和２年度) 【補助率10/10】
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
3 介護事業所等 40,916 介護サービス 感染症が発生した事業所等に対し、サービ
に対するサー 事業者 ス継続のための衛生用品の購入費用等を支援
ビス継続支援 (県（基金）) する。
事業
(令和２年度)

4 衛生用品の備 100,857 県 高齢者施設でクラスターが発生した際に不
蓄 足する衛生用品を緊急的に配布するため、衛
(令和２年度) (国10/10) 生用品を購入、備蓄する。

5 多床室の個室 24,450 入所系の介護 感染対策として、多床室を個室化するため
化改修費補助 施設・事業所 の改修経費を補助する。
(令和３年度) (県(基金))
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２６０１
ＦＡＸ ０２７－２２３－７９５０

感 染 症 ・ が ん 疾 病 対 策 課
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１ 結核等予防対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 結核対策特別 4,335 県 結核のまん延防止のため、保健所、市町村、
促進事業 指定医療機関等で結核予防事業に従事してい

(国10/10) る技術者に対して、研修会（関東甲信越ブロ
(昭和62年度) ック）を開催する。

また、服薬確認を軸とした患者支援方法
「DOTS（直接監視下短期化学療法）」の推進
を図る。

2 私立学校等が 1,660 10校 私立学校等 県内私立学校における結核患者の早期発見
行う結核定期 と感染拡大防止を図るため、学校長が行う結
健康診断補助金 （県 単） (約3,300人) 核健康診断の経費の一部を補助し、受診率の
(昭和61年度) 向上を図る。

3 結核健康診断 6,727 県 社会福祉施設等における結核の集団感染の
市町村等 発生を予防するため、身障者対応型検診車を

(昭和26年度) (国1/2、 活用し、入所者の結核健康診断を実施する。
一部県単) また、二次感染等のまん延を防止するため、

感染症法に基づき、結核患者に接触した者に
対する健康診断を実施する。

4 結核予防対策 8,530 保健福 県 結核予防対策を推進するため、結核登録者
祉事務 調査や新登録患者に対する訪問指導等を行う

(昭和26年度) 所 とともに、必要に応じ精密検査を実施する。
(県単、 公的医 また、公的医療機関の結核病床に対して空
一部国1/2) 療機関 床分の経費の一部を補助する。

5 感染症診査協 3,021 県 感染症患者に対する就業制限、入院勧告、
議会運営 入院期間の延長及び公費負担医療の申請等を
（結核） (県 単) 診査するため、感染症診査協議会を運営する。
(昭和26年度)

6 結核指定医療 16 保健福 県 結核指定医療機関の指定及び実地監査等を
機関指導監査 祉事務 行い、公費負担医療の適正化を図る。
(昭和26年度) (県 単) 所

7 結核予防職員 2,194 伊勢崎 県 社会福祉施設等において結核健康診断を行
保健福 うため、身障者対応型検診車を運行する。

(平成11年度) (県 単) 祉事務
所

8 結核予防職員 422 保健福 県 保健所職員の資質向上を目的に研修会を開
研修会及び講 祉事務 催するとともに、最新の知識を習得するため、
習会 (県 単) 所 結核研究所等で行われる研修会及び講習会等
(昭和23年度) に職員を派遣する。

9 放射線対策 40 県 放射線測定機器の定期的な点検・校正を行
（県 単） い、正確な放射性物質体表面汚染検査を実施

（平成23年度） できるよう維持管理する。

10結核発生動向 1,340 保健福 県、 積極的疫学調査の一環として、分離された
調査 祉事務 衛生環境研究所 結核菌に対して、分子疫学的解析（VNTR検査）

（平成28年度） (国1/2) 所 を実施する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体 事 業 概 要
(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
11結核予防体制 99 保健福 県 結核予防に向けた地域連携の強化を図るた
整備事業 祉事務 め、医療機関及び関係職員を対象に、まん延

(国1/2) 所 防止のための啓発や治療完遂を図るための服
薬支援についての研修会を開催する。

12結核医療給付 34,341
(昭和26年度)

(1)感染症法第 2,011 県 結核治療に要した医療費の一部(最大95%)
37条の２分 を公費負担する。

(国1/2) （負担割合）国1/2、県1/2

(2)感染症法第 32,118 県 結核のまん延防止のため入院が必要となる
37条分 者に対し、入院を勧告又は措置した場合の入

(国3/4) 院治療費を公費負担する。(最大100%)
（負担割合）国3/4、県1/4

(3)事務委託費 212 県 公費負担医療に関する費用の審査及び支払
（県 単） (委託） 事務を委託する。

※委託先 社会保険診療報酬支払基金
県国民健康保険団体連合会

２ 感染症対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体 事 業 概 要
(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 感染症予防対 2,548 県 感染症患者発生時の防疫活動の実施や、検
策 (国1/2(1/3)、 査備品等の整備を図るとともに、市町村が行

一部県単） 消毒に関し う消毒等に対して負担する。
(平成11年度) ては市町村

2 感染症発生動 20,687 県 感染症法に基づき、平常時から感染症の
向調査 （委託） 発生動向を監視し、関係機関に情報提供する

(国1/2） 指定届出機関 ことで、感染症に関する予防及び啓発を図る。
(昭和62年度) ・届出機関 また、流行性の疾患（麻しん・風しん）を

(医療機関) 迅速に把握するため、県医師会に委託し、監
視体制の強化を図る。
※委託先 県医師会

3 感染症指定医 424 １か所 感染症指定 感染症患者に良質かつ適切な医療の提供を
療機関整備 医療機関 行うため、受入医療機関の確保を図り、その
運営 (県 単） 整備費の一部を補助する。
(平成11年度)

4 肝炎対策事業 787 県 肝炎対策を推進するため、医師や患者団体
等による協議会を設置・運営するとともに、

(平成20年度) (国1/2) 肝炎に関する正しい知識の普及と肝疾患診療
体制等の整備を図る。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
5 肝炎治療費等 102,639 県 Ｂ型及びＣ型慢性肝炎の抗ウイルス薬によ
助成 る治療費に対し、公費負担を行う。

(国1/2) （自己負担：月額１万円又は２万円）
(平成20年度) （負担割合）国1/2、県1/2

6 肝がん・重度 12,728 県 Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん
肝硬変治療研 ・重度肝硬変患者の入院医療について、過去
究促進事業 (国1/2) １年間で高額療養費の限度額を超えた月が４

か月を超えた場合、４か月目以降の医療費に
(平成30年度) 対し公費負担を行う。

7 肝炎重症化予 27,118 県 肝炎ウイルス陽性者や慢性肝炎、肝硬変及
防推進対策 （一部委託） び肝がん患者に対して、重症化予防を目的と

(国1/2) して検査費用を補助する。
(平成26年度) 医療機関へ肝炎ウイルス検査を委託するこ

とで利便性に配慮した検査を実施する。
※委託先（肝炎ウイルス検査）医療機関

8 肝疾患センター 10,019 県 肝疾患センターを設置し、肝炎患者等から
（委託） の相談に対応するほか、研修会等を開催する。

(平成28年度) (国1/2) ※委託先 肝疾患診療連携拠点病院

9 新型インフルエ 1,149 県 県行動計画等に基づく体制整備を進めるほ
ンザ等対策本部 (国1/2、 か、地域において医療訓練を実施する。
(平成20年度) 一部県単)

10新型インフルエ 88,965
ンザ等医療対応
(平成20年度)

(1)感染症情報 438 県 感染症に関する医療機関間の情報ネットワ
ネットワー ークの運営及び医療機関向けホームページの
ク運営 (県 単) 管理を行う。

(2)感染症診療 872 県 県域、地域で感染症診療に関する連絡調整
体制連絡調 等を目的とした会議を設置・運営する。
整会議・地 (国1/2、
域対策会議 一部県単)

(3)医療機関と 317 県 医師会や各医療機関に対して感染症対策に
の連絡調整 ついての情報を提供する。

(県 単)

(4)新型インフル 726 県 感染症対策として、保健所における個人防
エンザ等対策 護具の備蓄を強化する。
資材の備蓄 (県 単)

(5)抗インフルエ 86,612 県 抗インフルエンザウイルス薬を国の備蓄方
ンザウイルス 針に基づき計画的に購入するとともに、期限
薬の備蓄等 （県 単） 切れの薬を廃棄する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体 事 業 概 要
(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
11新型インフル 139 県 プレパンデミックワクチン等の特定接種の
エンザ等社会 実施に係る登録事業者を登録する。
対応 (国1/2)
(平成20年度)

12疫学調査対応 493,719
(令和３年度)

(1)感染症診査 14,379 １保健 県 感染症患者に対する就業制限、入院勧告、
協議会運営 福祉事 入院期間の延長及び公費負担医療の申請等を
(結核を除 (国10/10) 務所 診査するため、感染症診査協議会を運営する。
く感染症)

(2)感染症医療 479,040 県 入院勧告又は入院措置により、入院する患
給付 (国3/4) 者に係る医療費を公費負担する。

(3)外国人患者 300 県 外国人患者に対する積極的疫学調査や入院
に対する医 ・療養に係る説明のため、保健福祉事務所に
療通訳派遣 (国10/10) 通訳を派遣する。

13新型コロナウ 2,845,874 県 新型コロナウイルス感染症について、保険
イルス感染症 適用となる医療費の本人負担分（入院費、行
に係る検査事 (国1/2、 政検査として行うPCR検査及び抗原検査）を
業 一部国10/10) 公費負担する。

また、衛生環境研究所において、ＰＣＲ検
(令和３年度) 査等を行う。

14感染拡大防止 32,910 県 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
事業 に向け、県民に対する予防啓発を行うほか、

(国10/10) 感染により休業等を余儀なくされた医療機関
(令和３年度) に対し再開等に必要な消毒経費等を補助す

る。
また、保健所の業務負担軽減のため、濃厚

接触者への健康観察の自動架電システムを運
用する。

15外来・入院協 12,695 32か所 県 新型コロナウイルス感染症等の外来･入院
力医療機関設 を担当する協力医療機関に対し、設備整備費
備整備 (国10/10) 用を補助する。
(令和３年度)

16感染症指定医 87,655 11か所 県 感染症指定医療機関の感染症病床に係る運
療機関運営費 営費を補助する。
補助事業 (国1/2)
(令和３年度)

17受入医療機関 28,821,552 新型コロナ患 新型コロナウイルス感染症入院患者を受け
等確保事業 者受入医療機 入れる医療機関等に対し、医療機器等の整備
(令和３年度) (国10/10) 関等 を支援する。

18病院間調整セ 142,565 県 新型コロナウイルス感染症患者の入院・搬
ンター運営 (国10/10、 （委託） 送を調整する「病院間調整センター」を運営
(令和３年度) 一部国1/2) する。

※委託先 前橋赤十字病院
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
19Ｃ－ＭＡＴ 16,058 C-MAT指定病 福祉施設、医療機関等において、新型コロ
（クラスター 院等 ナウイルス感染症患者が発生した場合に、施
対策チーム） （国10/10） 設における感染拡大を防止するため機動的に
運営 支援にあたる「Ｃ－ＭＡＴ（クラスター対策
(令和３年度) チーム）」を運営する。

20医療従事者派 841,392 医療機関 人員不足で稼働できない病床を新型コロナ
遣に係る派遣 ウイルス感染症患者の受入病床として活用す
元支援 （国10/10） るため、病床の逼迫が続く間、医療従事者を

（令和３年度） 他院へ派遣した医療機関に対し補助する。

21回復者の転院 216,000 登録医療機関 病床の逼迫が続く間、病床稼働率を下げる
受入補助 ため、新型コロナウイルス感染症から回復し

（令和３年度） （国10/10） た後もリハビリ等で入院が必要な患者の転院
を支援し、回復者を一般病床で受け入れる医
療機関に対し補助する。

22陽性患者発生 180,000 医療機関 病床の逼迫が続く間、病床稼働率を下げる
病院での入院 （新型コロナ ため、自院で発生した新型コロナウイルス感
管理継続支援 （国10/10） 患者受入医療 染症患者を保健所長の勧告により引き続き入

（令和３年度） 機関を除く） 院管理する医療機関に対し補助する。

23新型コロナウ 3,234 県 「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰
イルス感染症 労金交付事業」及び「医療機関・薬局等にお
対応従事者慰 （国10/10） ける感染拡大防止等支援事業」に係る精算事
労金交付事業 務を効率的に行うための体制を整備する。
(令和３年度)

24軽症者等療養 2,188,190 確保室 県 新型コロナウイルス感染症の軽症者や無症
場所確保・運 数 状者を受け入れるため、宿泊療養施設の借り
営（宿泊施設 （国10/10） 1,300室 上げ等を実施する。
借上げ）
(令和３年度)

25地域外来・検 449,008 郡市医 県 新型コロナウイルス感染症の検査体制を確
査センター 師会等 中核市 保するため「地域外来・検査センター(ＰＣ

（ＰＣＲ検査セ (国1/2、 13か所 Ｒ検査センター)」の設置・運営を委託する。
ンター）運営 (一部国10/10)
(令和３年度)

26発熱外来に対 129,453 6か所 郡市医師会等 地域における発熱患者の診療検査体制を確
する運営費・ 保するため、ＰＣＲ検査センターと併設又は
設備整備費補 (国10/10) 一体的に運用する発熱外来医療機関(病院を
助等 除く)を設置する場合に、運営費・設備整備
(令和３年度) 費を補助する。

27帰国者・接触 454,595 32か所 指定医療機関 保健所からの依頼に基づき、新型コロナウ
者外来に対す イルス感染症患者の濃厚接触者や比較的症状
る運営費・設 (国10/10) の重い疑い患者の診療検査を行う医療機関
備整備費補助 (帰国者･接触者外来)に対して、運営費・設
(令和３年度) 備整備費を補助する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
28中核市の新型 100,648 ２か所 中核市 受診・相談センターなど新型コロナウイル
コロナウイル ス感染症に関する相談窓口を設置する中核市
ス感染症に関 (国10/10) に対して、運営費等を補助する。
する相談窓口
運営事業
(令和３年度)

29医療用物資 133,743 病院・診療所 県内医療機関等で医療物資（N95マスク、
安定供給 歯科診療所 フェイスシールド、アイソレーションガウン）

(国10/10) が不足した場合の緊急事態に備え、県による
(令和３年度) 備蓄・供給体制を強化する。

30相談窓口設置 282,369 保健福 県 新型コロナウイルス感染症に係る県民から
事業 祉事務 の相談に対応するコールセンターを設置・運

(国10/10、1/2、 所 営する。
(令和３年度) 一部県単) また、外国人県民向けの多言語対応ホット

ラインを整備する。

31感染症対策基 1,460 県 感染症に関する人材の育成のほか、知識の
盤整備事業 普及・啓発、研修・訓練の実施など、感染症

（県単、 の発生に備えた体制を整備するとともに、蚊
(平成10年度) 一部国1/2） 媒介感染症に関する対策会議を開催する。

また、保健福祉事務所担当職員の感染予防
のため、インフルエンザ予防接種を実施する。

32Ｏ－157等感 2,500 県 給食従事者等を対象に、腸管出血性大腸菌
染症平常時防 を含めた検便を実施するほか、施設等での集
疫対策 (県 単) 団感染発生時等において、原因究明のための
(平成９年度) 検査を実施する。

33感染症 1,702 県 感染症の発生を予測し、予防対策を講じる
流行予測 ため、感染症発生の要因としての感受性調査

(国10/10、 及び感染源調査を実施する。
(昭和38年度) 一部県単)

34予防接種市町 613 県 定期予防接種後の健康状況を医療機関及び
村指導 市町村を介して保護者から情報収集し、調査

(県単、 結果を国へ報告する。
(平成10年度) 一部国10/10) 国が主催する予防接種従事者研修会に参加

するとともに市町村職員向け研修会を開催す
る。

35予防接種業務 1,167 県 県内の予防接種率の向上や健康被害の発生
委託 （委託） 防止を図るため、予防接種要注意者への接種
(平成３年度) (国1/2) や医療相談等に対応する「予防接種センター」

を設置する。
※委託先 県立小児医療センター

36予防接種健康 23,935 市町村 予防接種法に基づく予防接種を受けたこと
被害給付負担 により生じた健康被害に対し、市町村が医療

(国1/2) 費等を給付する場合、その費用負担する。
(昭和23年度) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
37麻しん・ 3,097 県 麻しん及び風しん対策を推進するため、県
風しん対策 対策会議を開催するほか、予防接種率の向上

（県単、 等に向けた普及啓発を行う。
(平成23年度) 一部国1/2) また、先天性風しん症候群を予防するため、

妊娠を希望する女性等に対し風しんの抗体検
査を実施し、風しんの予防接種が必要な人を
効率的に抽出、予防接種を勧奨する。

38エイズ対策推 184 県 エイズ及びＨＩＶ感染の予防・まん延防止
進協議会の や普及啓発、検査・相談・医療体制の充実等
設・運営 (国1/2) 各種対策等を検討・推進
(平成19年度) するエイズ対策推進協議会を設置、運営を行

う。

39エイズ対策推 161 研修の開催等により、エイズ対策の推進に
進に係る研修 必要な人材を養成する。
・人材養成

(1)エイズ 54 医療従 県 エイズ診療体制を充実させるため、県内の
講演会 事者等 医療従事者等を対象とした講演会を開催す

(平成18年度) (国1/2) る。

(2)関東・甲信 107 県 地方ブロック拠点病院等が実施する研修等
越研修 に、本県エイズ診療拠点・協力病院の医療従

(平成５年度) (国1/2) 事者及び保健福祉事務所職員等を派遣する。

40地域のエイズ 1,869 県 12月１日の世界エイズデー、毎年６月の
対策に係る啓 ＨＩＶ検査普及週間を中心として、広く県民
発普及活動 (国1/2) にエイズに関する正しい知識の浸透を図るた

めの啓発普及事業を実施するほか、若年層に
(平成４年度) 対する啓発事業も実施する。

41エイズ治療拠 1,974 県 患者・感染者が安心して医療を受けられる
点病院等治療 よう、エイズ診療に携わる医師等を対象とし
ケア促進 (国1/2) た研修会を開催するほか、診療医療機関に対

し、血液・体液暴露事故後の感染予防薬を配
(平成８年度) 備する。

また、患者・感染者を心理面で支援するた
め、病院等からの要請に応じてカウンセラー
を派遣する。

42特定感染症検 5,918 県 保健福祉事務所においてＨＩＶ検査、性感
査事業 染症検査及びウイルス性肝炎の相談・検査を

(国1/2) 実施する。
(平成15年度) また、「エイズ相談電話」による相談事業

を実施する。
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３ 疾病対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 県臓器移植コ 4,040 県 県臓器移植コーディネーターを設置し、臓
ーディネータ 器移植に関する医療従事者等への普及啓発の
ー設置 (県 単) ほか、円滑な臓器移植に向けた医療機関等へ
(平成10年度) の巡回や臓器提供に伴う調整等を行う。

2 臓器移植普及 935 県 臓器移植の普及啓発事業を（公財）群馬県
啓発推進事業 （委託） 健康づくり財団に委託して実施する。

(県 単) ※委託先 県健康づくり財団
(平成19年度)

3 医療提供体制 8,783 ３か所 医療機関 臓器移植に関連する設備整備を行う医療機
推進事業費 関に対し、設備整備費用を補助する。
補助 （国10/10）
(平成20年度) 【補助率1/3】

4 アレルギー疾 267 県 アレルギー疾患に関する適正な医療体制の
患対策 構築を図るとともに、アレルギー疾患を有す

(国1/2、 る者の生活の質の維持・向上のための施策を
（平成30年度） 一部県単) 実施する。

5 原爆被爆者健 4,095 県 原爆被爆者の健康管理のための健康診断を
康診断事業 (国10/10、 (委託） 県内の医療機関に委託して実施する。
(昭和33年度) 一部県単) ※委託先 医療機関

6 原爆被爆者各 69,343 県 原爆被爆者に対して、健康管理手当等を支
種手当支給 給する。また、死亡した被爆者の葬祭を行っ
(昭和43年度) (国10/10、8/10) た者に対し、葬祭料を支給する。

7 介護保険等利 2,455 県 原爆被爆者が介護保険等を利用した場合の
用被爆者助成 自己負担額を助成する。
事業 (国1/2)
(平成14年度)

8 ハンセン病療 213 県 本県出身のハンセン病療養所入所者に対
養所入所者訪 し、郷土紙の発送や見舞金の交付等を行う。
問事業 (県 単) また、県外入所者に県特産品を送付する。
(平成９年度)

9 ハンセン病療 1,020 県 ハンセン病療養所入所者の家族で生計困難
養所入所者家 な者に対して、生活の援護を行う。
族援護 (国10/10)
(平成９年度)

10ハンセン病啓 101 県 ハンセン病に関する知識の普及啓発のた
発普及事業 め、パネル展の開催等を行う。
(平成９年度) (県 単)

11ハンセン病療 40 県 群馬県藤楓協会が実施する郷土案内事業に
養所入所者郷 対して、負担金を支出する。
土案内 (県 単)
(平成９年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
12石綿健康被害 183 県 石綿健康被害救済制度により、石綿関連疾
救済制度運営 患患者の円滑な救済を図るため、制度の説明
(平成19年度) (県 単) や対象者からの申請書の受付等を行う。

13アスベスト啓 118 県 石綿関連疾患が適切に診断されるよう,医
発事業 療機関に対し情報提供を行う。また、アスベ
(平成18年度) (県 単) ストに関する健康不安を解消するため、県民、

医療機関等に啓発資料を配布し、正しい知識
の普及啓発を行う。

14アスベスト診 168 県 「アスベスト疾患センター」による研修会
療医師養成事業 等を開催し、指導者的立場でアスベスト診療
(平成19年度) (県 単) に当たる医師を養成する。

４ 難病対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 県難病団体連 3,300 県難病団体 県難病団体連絡協議会（９患者団体加盟）
絡協議会事業 連絡協議会 が実施する、難病に関する知識の普及に関す
費補助 (県 単) る事業及び難病の理解を深めるための事業に
(昭和49年度) 【定額補助】 要する経費を補助する。

2 小児アレルギ 270 小児アレルギ 小児アレルギーについて理解を深めるため
ー患者交流事 ー関係団体 の事業に要する経費を補助する。
業補助 (県 単)
(昭和58年度) 【定額補助】

3 小児糖尿病夏 200 小児糖尿病 小児糖尿病夏季治療講習会（夏季キャンプ）
季治療講習会 関係団体 事業に要する経費を補助する。
補助 (県 単)
(昭和59年度) 【定額補助】

4 難病患者療養 4,157 県 難病患者及びその家族に対する相談会の開
支援対策推進 催や家庭訪問等により、医療及び療養生活に
事業 (国1/2、 係る相談・指導を行う。また、必要に応じて、
(平成４年度 一部県単) 個別患者の在宅療養支援計画の策定・評価を

ほか) 行うなど、不安解消や安定した療養生活の確
保、生活の質の向上を図る。

5 難病相談支援 8,348 県 専門の難病相談支援員を設置し、難病患者
センター事業 (委託） 及び家族の療養相談に応じ、難病診療連携拠
(平成16年度) (国1/2) 点病院との連携を図るとともに、患者交流会

等の自主活動の支援を行う。
※委託先 群馬大学医学部附属病院
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
6 神経難病患者 25 県 クロイツフェルト・ヤコブ病等、症例が少
在宅医療支援 なく診断や対応に苦慮する神経難病につい
事業 (国1/2) て、厚生労働省が配置した専門医を中心とし
(平成14年度) た在宅医療支援チームを派遣する体制を整備

する。

7 難病患者等ホ 328 訪問介 県 訪問介護員１級・２級課程研修及び介護職
ームヘルパー 護 員 員基礎・初任者研修課程修了者、介護福祉士
養成研修事業 (国1/2、 １、２ を対象に研修を行い、難病患者等に対し適切

一部県単) 級課程 なホームヘルプサービスを提供できるホーム
(平成８年度) 研修の ヘルパーを養成する。

修了者
等

8 難病医療提供 18,919 難病患者に対する医療提供体制の確保を図
体制整備事業 る。

(1)難病医療連 448 県 難病医療提供体制及び医療連携体制の構築
絡協議会 等について協議するため、協議会を開催する。

(平成30年度) (国1/2)

(2)難病診療連 10,917 県 群馬大学医学部附属病院を難病診療連携拠
携拠点病院 (委託) 点病院に指定し、難病診療連携コーディネー
運営委託 (国1/2) ター等を配置して早期に正しい診断ができる

(令和元年度) 体制を構築する。
※委託先 群馬大学医学部附属病院

(3)在宅難病患 7,554 県 人工呼吸器を装着した在宅難病患者の家族
者一時入院 等介護者の休息等を目的とした「レスパイト
事業 (国1/2) 入院」の受入体制を確保する。

(平成25年度)

9 指定難病特定 2,168,163 県 指定難病の保険診療に係る医療費自己負担
医療給付 分及び介護保険による医療サービス自己負担

(国1/2) 分について、公費負担する（一部自己負担あ
(平成26年度) り）。

＜対象疾患＞
厚生労働省告示に示された333疾患

（負担割合）国1/2、県1/2
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
10特定疾患医療 182 県 原因不明で治療方法が確立していない、い
給付 わゆる難病のうち、国が定めた特定疾患につ

(国1/2、10/10) いて、保険診療に係る医療費の自己負担分及
(昭和48年度) び介護保険による医療サービスの自己負担分

を公費負担する。
＜対象疾患＞
スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重

症急性膵炎、ﾌﾟﾘｵﾝ病(ﾋﾄ由来乾燥硬膜移植に
よるｸﾛｲﾂﾌｪﾙﾄ･ﾔｺﾌﾞ病に限る)
（負担割合）国1/2、県1/2（スモン国10/10）

11在宅人工呼吸 30,570 県 人工呼吸器を使用している指定難病特定医
器使用患者支 療受給者等に対して、保険診療を超える訪問
援事業 (国1/2) 看護について、患者一人当たり年間260回を
(平成10年度) 限度に全額公費負担する。

12スモン患者 951 県 スモン患者であって、本人の希望により受
はり、きゅう けたはり、きゅう、マッサージの施術に要し
及びマッサー (国10/10) た経費について、月７回を限度に公費負担(定
ジ施術費給付 額)する。
(昭和53年度)

13先天性血液凝 12,918 県 先天性血液凝固因子障害(血友病等)の患者
固因子障害等 等に対し、保険診療に係る医療費の自己負担
医療給付 (国1/2) 分を公費負担する。
(平成元年度) （負担割合）国1/2、県1/2

14指定難病特定 13,607 県 中核市に対し、指定難病特定医療給付に係
医療給付中核 る経由事務を委託する。
市事務委託 (県 単)
(平成21年度)

15小児慢性特定 207,667 県 小児慢性疾病のうち、悪性新生物等16疾患
疾病医療給付 群について､20歳未満の児童を対象に､保険診

(国1/2、 療に係る医療費の自己負担分を公費負担する。
(平成26年度) 一部県単） ※ただし、患者一部負担金あり。

（負担割合）国1/2、県1/2

16小児慢性特定 263 実施市 市町村 小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等
疾病児童日常 町村の の日常生活用具を給付することにより、日常
生活用具給付 市分 み 市町村が給付 生活の便宜を図る。
事業 （国10/10） した日常生活 ※ 課税状況に応じて利用者負担あり

【補助率1/2】 用具の基準額 ＜対象者＞
(平成18年度) 町村分 の合計と公費 小児慢性特定疾病児童(児童福祉法(小児慢

（国2/3） 負担額のいず 性特定疾病医療給付を除く)及び障害者総合
【補助率3/4】 れか少ない額 支援法による施策の対象とならない者に限

る)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
17小児慢性特定 347 県 地域における疾病児童等の自立を支援する
疾病児支援 ため、慢性疾病児童等地域支援協議会を開催
(平成26年度) (国1/2) し、関係機関が支援内容の検討･協議を行う。

千円
18小児慢性特定 6,953 県 小児慢性特定疾病児童等の自立促進を図る
疾病児童等自 ため、「小児慢性特定疾病児童等自立支援員」
立支援事業 (国1/2） を設置し、関係機関との連絡調整等により

また、日常生活上の悩みや不安等の解消を図
(平成26年度) るため、相談指導等を実施する。

５ がん対策推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 がん対策推進 1,489 県 総合的ながん対策の推進を図るため、
協議会運営 県がん対策推進協議会及び部会を運営する。
(平成19年度) (県 単)

2 がんに強いぐ 4,106 県 がん教育を推進するため、小学生向けリー
んまづくり フレットを作成・配布し、がんに関する正し
推進 (国1/2) い知識の普及に努めるとともに、「がんピア

サポーター」を研修等に派遣し、スキルアッ
(平成23年度) プを図る。

また、小児・AYA世代のがん患者等を対象
に妊よう性温存治療に係る費用の一部を助成
する。

3 女性特有のが 60 県 子宮頸がん検診受診啓発のために、専修学
ん対策推進 校や大学の学生等、主に若年女性を対象とし
(平成17年度) (国1/2) た講演会を開催する。

4 がん検診等従 2,803 医師及 県 がん検診等に従事する医師や診療放射線技
事者講習 び放射 (委託） 師等の資質向上を図るための研修を実施す

(国1/2、 線技師 る。
(昭和59年度) 一部県単) 等 ※委託先 県医師会等

5 生活習慣病検 586 県 がん検診の精度管理等を行うため、生活習
診等管理指導 慣病検診等管理指導協議会及び部会を運営す
協議会運営 (県 単) る。
(平成18年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
6 相談支援・ 3,441 県 県民向け講演会の開催や本県のがん対策情
情報提供 (一部委託） 報をまとめた「ぐんまの安心がんサポートブ

(国1/2、 ック」の作成を行う。また、「がんピアサポ
(平成23年度) 一部県単) ーター」を養成して、がん診療連携拠点病院

等に派遣し、がん患者等に対する支援を行う。
さらに、「がん相談支援センター」の相談

員に対する研修を実施し、相談対応力の強化
を図るとともに、がん患者の在宅療養を支援
する医療機関等の対応状況を調査し、県民及
び医療機関に情報提供を行う。
※一部委託先 県健康づくり財団

7 全国がん登録 12,504 県 がん対策推進やがん医療水準向上のため、
(一部委託) がん罹患の実態の登録や分析等を行う。

(平成６年度) (国1/2、 また、外部への登録データ提供を協議する
一部県単) ため、群馬県がん登録審議会を運営する。

※一部委託先 県健康づくり財団

8 がん診療連携 54,000 がん診 病院 国が指定するがん診療連携拠点病院の機能
拠点病院機能 療連携 強化を図るため、「がん相談支援センター」
強化 (国1/2) 拠点病 の運営や研修事業等の実施経費に対して補助

院 を行う。
(平成18年度) ６病院

9 がん診療連携 30,800 がん診 病院 県が指定する「県がん診療連携推進病院」
推進病院機能 療連携 の機能強化を図るため、「がん相談支援セン
強化 (国1/2) 推進病 ター」運営事業等に対して補助を行う。

院
(平成22年度) ７病院

10がん診療従事 2,236 医師及 県 緩和ケアの提供体制の一層の充実を図るた
医師緩和ケア び看護 (委託） め、医師、看護師、介護従事者を対象とした
研修 (国1/2、 師 緩和ケア研修を実施する。
(平成20年度) 一部基金) ※委託先 県医師会等

11がん検診受診 1,863 県 がん検診受診率向上のため、市町村及び保
率向上対策 （一部委託） 険者等と連携した検（健）診の普及啓発及び

(国1/2、 キャンペーン等を実施し、がん検診の重要性
(平成24年度) 一部県単) を呼びかける。

また、大腸がん検診精密検査対応可能な医
療機関をリスト化し、市町村から対象者に提
供するほか、市町村担当者を対象に研修を実
施する。
※委託先 県医師会等

12がん診療施設 29,617 がん診 病院 がん医療提供体制の充実を図るため、がん
整備費補助 療連携 診療連携拠点病院が実施する外来化学療法室

(全額基金) 拠点病 の増改築事業に対して補助を行う。
(平成25年度) 院

１病院
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２６５３
ＦＡＸ ０２７－２４３－２０４４

健康長寿社会づくり推進課
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１ 医療介護連携推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 地域包括ケア 8,638
推進

(1)実効性のあ 286 県 地域包括ケアシステムの実効性を高めるた
る地域包括 め、市町村の地域包括ケアシステムの構築の
ケアシステ (県(基金)) 取組状況・成果を把握するための調査を行う
ム推進研修 ほか、市町村職員向け研修を実施する。

(平成30年度)

(2)地域医療介 4,500 1か所 県医師会等 県医師会等に対し、医療介護連携推進に係
護連携拠点 る経費を補助する。
事業 (県(基金))

(平成26年度) 【補助率3/4】

(3)市町村・団 3,852 県 市町村が在宅医療・介護連携の取組を円滑
体調整、各 に進められるよう課題や施策に関する協議等
種検討会議 (県(基金)ほか) を行うほか、保健医療計画や地域医療介護総
等 合確保計画等の進行管理を行うための会議を

(平成27年度) 開催する。

2 在宅医療基盤 17,586 24か所 県、在宅療養 訪問看護事業所支援事業及び訪問看護支援
整備 支援診療所、 ステーション感染症対策機能強化事業を実施

（訪問診療・ (県(基金)) 在宅療養支援 するほか、在宅療養支援診療所・在宅療養支
訪問看護 病院、訪問看 援病院、訪問看護ステーションの新規開設又
支援事業） 【補助率1/2】 護ステーショ は業務量の拡大に伴う設備整備費用に対し補
(平成26年度) ン等 助を行う。

3 在宅医療・ 34,579
介護人材育成
事業

(1)在宅医療等 12,000 40か所 病院、各職能 病院や各職能団体等に対し、在宅医療の推
基盤整備専 団体等 進に係る専門・多職種連携研修及び普及啓発
門・多職種 (県(基金)) 事業のための経費を補助する。
連携研修普
及啓発〕） 【補助率3/4】

(平成25年度)

(2)地域医療介 21,844 県医師会及び 医療と介護が連携して感染症の予防・対策
護連携感染 郡市医師会等 を行う体制を各地域で構築するため、郡市医
症予防・対 (国 10/10) 14か所 師会を主体として行う高齢者施設等に対する
策事業費補 【補助率10/10】 派遣・指導等の感染症の予防・対策事業に対
助金 し補助を行う。

（令和３年度）

(3)訪問看護事 735 県 訪問看護事業所で感染者が発生した場合に
業所感染症 備え、平素からの連携体制（医療的依存度の
対策連携支 (県(基金)) 高い患者への応援態勢）を構築するための協
援事業 議の場を試行的に２圏域（モデル地域）で開

（令和３年度） 催する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
4 小児等在宅医 2,494 県、県立小児 ＮＩＣＵ等を退院した小児等の在宅医療を
療連携拠点事 医療センタ 推進するため、保健・医療・福祉・教育等の
業 （県(基金)） ー、県看護協 関係者による協議会を運営するほか、シンポ

【補助率 10/10】 会 ジウムの開催や人材育成事業に対する補助を
(平成25年度) 行う。

5 医療介護連携 5,077
推進支援

(1)在宅医療・ 878 15,000 県 病院を退院する患者等が安心して在宅療養
介護支援パ 部 に移行できるよう、在宅医療等に係る情報を
ンフレット (県(基金)) 掲載したパンフレットを作成し配布する。

(平成26年度)

(2)医療介護連 761 12か所 県、中核市 病院から在宅生活に移行する際に切れ目の
携調整実証 ない支援を続けるため、退院調整ルールの進
事業 (県(基金)) 行管理を通じ、地域における医療と介護の連

(平成27年度) 携を図る。

(3)患者の意思 2,368 県 人生の最終段階における本人の意思決定支
決定支援事 援についての研修及び普及啓発を実施する
業 (県(基金)) （県民、医療機関、介護施設及び在宅医療介

(平成29年度) 護関係者向け）。

(4)残薬解消に 560 県 介護支援専門員や訪問介護員が訪問時に残
向けた在宅 薬を発見した場合における、医師・薬剤師と
医療・介護 (県(基金)) 情報共有を図るためのルールを策定する。
関係者の情
報共有ルー
ル策定

（令和３年度）

(5)ＩＣＴを活 510 県 ＩＣＴを活用した多職種間の情報連携を推
用した在宅 進するための事業を行う。
医療・介護 (県(基金))
連携推進

（令和２年度）



- 59 -

２ 介護予防・生活支援等の推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 地域支援事業 1,341,915 35 市町村 介護保険法の規定により市町村が実施する
交付金 市町村 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合
(平成18年度) (県 単) 事業、包括的支援事業、任意事業）に係る経

費の一部を交付する。
（負担割合）
介護予防・日常生活支援総合事業：国25%、
県12.5％、市町村12.5％、保険料50%
その他事業：国38.5%、県19.25％、
市町村19.25％、保険料23%

2 地域包括支援 3,147 市町村の地域包括支援センターの機能強化
センター機能 を図るため、市町村への支援を実施する。
強化事業
(平成18年度)

(1)自立支援型 1,834 県 高齢者の生活の質の向上を図るため、市
ケアマネジ （一部委託） 町村が開催する「自立支援型地域ケア会議」
メント推進 にアドバイザーを派遣し、会議の効果を高め
事業 (県（基金)) られるよう支援する。

また、介護サービス事業所、専門職等を対
(平成28年度) 象とした研修会を開催する。

※一部委託先 県薬剤師会、群馬栄養士会､
県歯科衛生士会

(2)地域包括支 1,154 県 市町村及び地域包括支援センター職員を対
援センター （委託） 象とした研修を実施することで、業務上必要
職員研修事 (県（基金)) な知識の習得及び技能の向上を図り、地域包
業 括支援センターの適切な運営を支援する。

※委託先 県地域包括・
在宅介護支援センター協議会

(3)広域的地域 159 県 単独の市町村のみで解決困難な、広域的な
ケア会議の 地域課題について検討する会議を開催する。
設置・運営 (県（基金))

(平成28年度)

3 生活支援体制 3,888 県 地域における生活支援体制の充実を図るた
整備推進 （一部委託） め、生活支援コーディネーター及び市町村職

(国10/10） 員等を対象とした研修を実施するとともに、
(平成28年度) 市町村職員等からの相談窓口を設置し、必要

に応じアドバイザーを派遣する。
※一部委託先 県社会福祉協議会

4 介護予防対策 25,054 健康寿命の延伸や介護予防を推進するた
推進 め、フレイル予防の概念を取り入れ、県民を

始め、市町村職員やリハビリ関連職等を対象
(平成18年度) とした普及啓発や研修等を行う。

(1)介護予防 91 県 介護予防事業を効果的に実施するため、
市町村支援 市町村担当者、専門職等による会議を開催
会議 （国10/10) する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(2)介護予防推 653 県 市町村介護予防担当者や介護予防関連事業
進研修 （委託） の実施担当者等に対して研修を行う。

（国10/10) ※委託先 県歯科医師会、県理学療法士協会

(3)地域リハビ 224 県 県地域リハビリテーション協議会を開催
リテーショ
ン協議会 （国10/10)

(平成15年度)

(4)フレイル 20,432 12か所 県 フレイル予防標準教材を活用してフレイル
予防 （一部委託） 予防推進リーダーの養成を支援するほか、オ

（国10/10) ンライン通いの場支援等を行う。
(平成16年度) また、「地域リハビリテーション県支援セ

ンター」、「広域支援センター」を指定し、市
町村が実施するフレイル予防の取組に対する
支援を行う。
※一部委託先 県理学療法士協会・作業療法

士会・言語聴覚士会連絡協議
会、医療機関、関係団体等

(5)高齢者向け 2,640 県 群馬テレビと共同制作した体操を継続的に
体操・ （委託） 放送し、自宅における運動の定着を促す。
感染予防 （国10/10) ※委託先 群馬テレビ(株)
普及啓発

(令和２年度)

(6)介護予防に 1,014 県 リハビリテーション職能団体が実施する介
資する指導 （委託） 護予防指導者養成研修等の取組に対し補助を
者育成事業 (県（基金)) 行う。

※委託先 県理学療法士協会・作業療法士会
(平成27年度) ・言語聴覚士会連絡協議会、県作業

療法士会

３ 認知症施策の推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 認知症への理 1,153
解を深める県
民運動推進

(1)認知症サポ 135 県 市町村が実施する「認知症サポーター養成
ーター養成 講座」について周知、広報を行う。県職員(消
支援 （国1/2） 防、警察含む）等を対象に「認知症サポータ

(平成18年度) ー養成講座」を開催する。

(2)認知症キャ 52 県 「認知症サポーター養成講座」の講師とな
ラバン・メ るキャラバン・メイトの養成・活動支援のた
イト養成講 (県(基金)) め、講習会及び情報交換会を開催する。
習会等

(平成17年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(3)認知症理解 713 県 ９月21日の「世界アルツハイマーデー」に
促進事業 （委託） ちなみ、９月を認知症理解促進月間と位置づ

(平成24年度) （国1/2） け、群馬県認知症アンバサダー等による啓発
活動を行う。
※委託先 関係団体

(4)チームオレ 116 県 認知症の人や家族と支援者をつなぐ「チー
ンジ・コー ムオレンジ」を整備し、その活動を推進する
ディネータ (県(基金)) ため、市町村が配置する「チームオレンジ・
ー研修 コーディネーター」を支援する研修会を開催

(令和２年度) する。

(5)オレンジチ 34 県 「チームオレンジ・コーディネーター」研
ューター養 修の講師となる者を研修機関に派遣し、養成
成研修派遣 (県(基金)) する。
(令和２年度)

(6)チームオレ 103 県 市町村における「チームオレンジ」の立ち
ンジ関係市 上げや活動を支援するため、研修会・情報交
町村研修会 (県(基金)) 換会を実施する。
・情報交換
会

（令和３年度）

2 認知症早期診 44,633
断・相談体制
充実

(1)認知症疾患 37,716 14か所 県 かかりつけ医及び地域包括支援センター等
医療センタ （委託） との連携機能を持つ「認知症疾患医療センタ
ー運営事業 （国1/2） ー」を二次保健医療圏ごとに設置するととも

に、「認知症疾患医療センター」に精神保健
(平成22年度) 福祉士等の専門職を配置し、認知症診断後の

人や家族に対する生活面や精神面の相談機能
を強化する。
※委託先 医療機関

(2)認知症疾患 13 県 「認知症疾患医療センター」の情報共有及
医療センタ び連携体制の構築を目的とした会議を開催す
ー情報交換 (県(基金)) る。
会

(平成28年度)

(3)認知症サポ 744 県 かかりつけ医への助言その他の支援や関係
ート医養成 機関との連携の推進役となる認知症サポート
研修 (県(基金)) 医を養成する。

(平成17年度)

(4)認知症サポ 123 県 認知症の早期診断・早期対応の体制を構築
ート医フォ するため、認知症サポート医がその役割を適
ローアップ (県(基金)) 切に担えるよう、認知症の診断・治療・ケア
研修 等に関する最新の知識や困難事例の対応方法

(平成23年度) 等を習得するための研修を実施する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(5)かかりつけ 3,057 県 高齢者が日頃受診する診療所の医師や病院
医及び病院 （委託） 勤務の医療従事者を対象に、適切な認知症診
勤務の医療 (県(基金)) 療の知識・技術や、認知症の人やその家族を
従事者向け 支える知識・方法、認知症ケアの原則等の知
認知症対応 識を習得するための研修を実施する。
力向上研修 ※委託先 郡市医師会等

(平成23年度)

(6)歯科医師・ 1,480 県 高齢者と接する機会の多い専門職が、認知
薬剤師・看 （委託） 症の症状に早期に気付き、かかりつけ医と連
護師認知症 (県(基金)) 携して対応したり、認知症の人の状況に応じ
対応力向上 て口腔機能管理や服薬指導等を実施したりす
研修 るために必要な知識や技能を習得する研修を

(平成28年度) 実施する。
※委託先 県歯科医師会、県薬剤師会、

県看護協会

(7)認知症地域 1,500 県 市町村における認知症地域支援推進員・初
支援推進員 期集中支援チーム員配置のための研修受講に
等研修受講 (県(基金)) 係る経費（受講料）の一部を補助する。
料補助

(平成23年度)

3 若年性認知症 4,879
施策

(1)若年性認知 4,360 13か所 県 若年性認知症の人や家族からの相談対応の
症支援コー （委託） ほか、医療・福祉・就労支援等の関係機関へ
ディネータ （国1/2） のつなぎ役を担う「若年性認知症支援コーデ
ー設置・運 ィネーター」を医療機関に設置する。
営 ※委託先 医療機関

(平成29年度)

(2)若年性認知 268 県 若年性認知症の人一人ひとりが、その状態
症普及啓発 に応じた適切な支援を受けられる体制を整備
研修会等 （国1/2） するため、県民を対象とした普及啓発研修会

(平成21年度) を開催する。

(3)若年性認知 251 県 若年性認知症施策等に関わる研修等を受講
症支援等研 する。
修受講 (県(基金))

(平成29年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
4 認知症高齢者 1,972
介護家族等支
援

(1)意思決定支 208 県 市町村や認知症疾患医療センターで認知症
援・本人ミ の人の意思を尊重した支援を行う意思決定支
ーティング （県(基金）） 援や、認知症の人が自らの経験や希望を語り
研修会 合う本人ミーティングを開催するための研修

(令和２年度) を実施する。

(2)認知症本人 1,764 県 認知症本人ミーティングを実施するととも
家族等支援 （委託） に、認知症の人が希望を持って前向きに暮ら
事業 （国1/2） している姿を発信できるよう支援する。

また、認知症の人や家族等の電話相談窓口
(平成30年度) を設置する。

※委託先 認知症の人と家族の会群馬県支部

5 認知症地域支 454 県 認知症になっても住み慣れた地域で安心し
援体制構築 て暮らせるよう、早期診断・早期対応の体制

（国1/2、 や認知症の人や家族への支援体制の構築等を
（平成19年度） 県（基金）） 目的として、県内の保健・医療・介護・福祉

等の関係者からなる「群馬県認知症施策推進
会議」を開催するとともに、各種意見交換会
等を実施する。

４ 高齢者の権利擁護推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 高齢者虐待対 3,873 県 高齢者の権利擁護を推進するため、権利擁
応支援 （委託） 護推進員等の養成研修や身体拘束廃止事例検

（平成12年度） (県(基金) 討会を開催するとともに、高齢者虐待専門職
国1/2) チームによる高齢者虐待の処遇困難な事例等

に対する相談窓口の設置や専門職の派遣、市
町村が実施する介護サービス相談員を推進す
るための研修受講費補助などを行う。
※委託先 県社会福祉事業団、県看護協会、

群馬抑制廃止研究会、県社会福祉士
会
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５ 歯科保健

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 歯科口腔保健 15,684 県歯科口腔保健推進計画を推進し、歯科口
推進 腔保健水準の向上及び県民に対する歯科口腔

保健の普及啓発を図る。

(1)口腔保健支 12,953 県 保健福祉事務所等に歯科衛生士を配置し、
援センター 市町村歯科保健事業への専門的技術支援や、
設置推進事 (国1/2、 県民に対する歯科口腔保健の普及啓発を図
業 一部県単) る。

(平成27年度)

(2)歯科疾患予 1,701 県 オーラルフレイル予防の啓発や「歯科口腔
防事業 (一部委託) 保健サポーター」の養成を図るほか、フッ化

(国1/2) 物応用普及事業等を実施する。
(平成26年度) また、各保健福祉事務所において管内の市

町村及び関係団体関係者による歯科疾患予防
事業に関する調整会議を開催する。
※一部委託先 群市歯科医師会

(3)歯科保健医 80 県 障害児（者）の歯科口腔に関し、「医療重
療サービス 視」から「予防重視」へと転換を図るため、
提供困難者 (国1/2) 特別支援学校教員や養育者等を対象とした研
への歯科保 修会を開催する。
健医療推進
事業

（平成28年度）

(4)歯科口腔保 300 県 県民の歯科保健状況を把握し、今後の歯科
健調査研究 保健医療対策の推進に必要な基礎資料を得る
事業 (国1/2) ことを目的とした調査を行う。

（平成27年度）

(5)多職種連携 250 県 医科・歯科連携等、多職種連携の先駆的な
等調査事業 (委託） 取組の安全性や効果、口腔の健康と全身の健

(国1/2) 康の関係等について調査研究を行う。
（平成27年度）

(6)歯科口腔機 400 県 介護保険施設等における介護関係職種（介
能管理等研 (委託） 護支援専門員等）を対象とした一般的な口腔
修事業 (国1/2) ケアや歯科との連携等に関する研修会を開催

する。
（令和元年度） ※委託先 県歯科医師会

2 在宅歯科保健 22,000 ７か所 郡市歯科医師会 在宅歯科保健医療の体制整備を図るため、
(設備 郡市歯科医師会が行う在宅歯科医療連携室整

(平成22年度) (基金10/10) 整備は 備事業及び貸出用設備整備に要する経費の一
2か所) 部を補助する。

3 歯科保健事業 300 県 歯科保健の普及啓発を図るため、県歯科医
共催委託 師会と共催し、県歯科保健大会及び「親と子

(県 単) のよい歯のコンクール」を実施する。
(昭和56年度)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
4 ８０２０県民 2,137 県 関係団体と連携し、歯と口の健康の保持を
運動推進特別 (一部委託) 目的とした研修会や歯科口腔保健推進委員会
事業 (国1/2) 等を開催し、「８０２０運動」を推進する。
(平成12年度) ※一部委託先 県歯科医師会、県歯科衛生士会

5 全国歯科疾患 310 ６地区 国 今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基
実態調査 （県が受託） 礎資料を得ることを目的に実施する調査で、

（国10/10） ５年に１度実施している。令和３年度は、地
(令和３年度) 域間における健康格差の評価のため対象地区

を拡大して実施する。

６ 生活習慣病等対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 糖尿病予防対 4,952 県 糖尿病及び慢性腎臓病の予防に関する普及
策推進 啓発や、医療従事者向け研修会等を行う。

(基金10/10、 また、糖尿病予防指導プログラムの推進等、
(平成18年度) 一部国1/2) 糖尿病の発症予防・重症化予防事業を実施する。

2 特定健診・保 825 県 特定健診・保健指導を円滑に推進するた
健指導推進 め、特定保健指導従事者の育成及び質の向上
(平成19年度) (県 単) を図る研修会等を開催する。

3 市町村健康増 107,903 市町村 健康増進法に基づき市町村が実施する健康
進事業補助 増進事業(健康教育、健康相談、健康診査、

(国1/2、 訪問指導、肝炎ウィルス検診、総合的な保健
(平成20年度) 一部国10/10) 推進事業等)に要する経費の一部を補助する。

4 たばこ対策 3,238 県 受動喫煙防止のためのリーフレットを作成
する。また、若年女性を対象とした喫煙防止

(平成16年度) (国 1/2、 講演会のほか、禁煙支援者養成や受動喫煙防
一部県単) 止対策に係る研修会等を開催する。

さらに、受動喫煙防止対策の推進及び関係
機関と連携した普及啓発を図るため、推進会
議を開催する。

5 未成年たばこ 262 県 未成年者に対する喫煙防止対策として、喫
対策事業 煙防止講習会や学校保健担当者会議等を開催

（平成19年度） （国1/2） する。

6 健康運動支援 188 県 生活習慣病の発症及び重症化予防のための
体制整備 (委託) 指導者向け講習会を関係団体等に委託して実
(平成15年度) (県 単) 施する。

※委託先 関係団体等
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７ 健康増進対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 健康づくり協 581 協力店 県 県民が健全な食生活を実践できるよう、健
力店推進 613店 康メニューや健康サービスの提供を行ってい

(国1/2、 健康情 る店舗を「健康づくり協力店」として登録す
(平成17年度) 一部県単) 報ｽﾃｰｼ る。

ｮﾝ664 また、県民の健康づくりを支援するため、
施設（R 健康情報ステーションを通して健康情報を発
3.2現 信する。
在）

2 元気県ぐんま 1,182 県 県健康増進計画（第２次）の推進に必要な
２１推進 表彰、研修、検討会、情報・調査の分析普及、
(平成13年度) (県 単) 市町村支援等を行う。

3 元気県ぐんま 530 県 県健康増進計画（第２次）の推進及び地域
２１推進会議 ・職域連携の推進を図るため、推進会議を開
(平成13年度) (国1/2) 催する。

4 地区地域・職 1,743 県 地域保健と職域保健が連携し、健康情報を
域連携推進 共有するための地域協議会を開催し、より効
(平成26年度) (国1/2) 率的・効果的な保健事業を行う。

5 健康寿命延伸 37,476 県 活力ある健康長寿社会実現を目指し、有識
対策事業 者会議の提言を踏まえたモデル事業を実施す

(国1/2 るほか、健康ポイント制度の導入・推進を図
(平成28年度) 一部県単) るとともに、健康づくり実践のための普及啓

発に取り組む。

6 食生活改善推 12,665 県 県民の栄養改善対策を強化するため、食生
進費 活改善活動を担う人材を確保するとともに、
(昭和39年度) (県 単) 研修会の開催や国等で行う研修会への職員派

遣を行う。

7 国民健康・栄 7,792 国 健康づくりや食生活改善の対策を講ずる基
養調査 (県が受託) 礎資料を得るため、全国調査の一環として国
(昭和27年度) (国10/10) 民健康・栄養調査を実施する。

8 県民健康・栄 13,451 県 健康づくりや食生活改善の対策を講ずる基
養調査 礎資料を得るため、県民健康･栄養調査を実
(昭和60年度) (県 単) 施する。

9 特定給食施設 588 県 健康増進法に基づき、栄養指導員が給食施
指導 設の栄養･衛生管理や食環境整備等の指導を
(平成15年度) (県 単) 行う。

10食環境づくり 578 県 ボランティア等地域の人材を活用し、食環
(平成15年度) (一部委託) 境整備を推進するための事業を行う

(県 単) ※一部委託先 関係団体



- 67 -

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
11食育推進 3,860 県民が身近な地域で生涯にわたり食育を実
(平成16年度) 践するための環境整備を行う。

(1)食育推進体 745 県 県食育推進計画（第４次）を普及推進する
制整備 ほか、地域における食育を推進し、関係者の

(県 単) 連携を促進するための体制を整備するととも
に、食育を推進する関係団体で構成する食育
推進会議の運営を行う。

(2)食育推進事 3,115 県 若い世代への普及啓発や民間企業との連
業 （一部市町村、 携、地域の食育を担う多様な人材の活用等の

(国1/2、 関係団体） 取組を通じて、地域力を活かした食育を推進
一部県単) する。

また、市町村、関係団体等が実施する地域
での食育推進事業の経費の一部を補助する。
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２６３１
ＦＡＸ ０２７－２２４－４７７６

障 害 政 策 課
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１ 障害者福祉の総合的推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 作文・ポスタ 293 県 障害者に対する理解と認識を深めるための
ー募集 啓発活動として、内閣府と共催で「障害の有

(県 単) 無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に
(平成14年度) 安心して生活できる社会の実現」に関する作

文・ポスターの募集を行う。

2 障害者週間記 504 県 障害者の自立と社会参加の推進及び障害者
念行事 うち国庫対象額 に対する県民の理解を深めるため、障害者週
(昭和58年度) 405 間記念行事を開催する。

(国1/2)

3 啓発広報推進 800

(1)知的障害者 300 県 知的障害者への理解を広めることを目的に
福祉パレー 県内をパレードする。
ド (県 単)

(昭和48年度)

(2)知的障害児 500 県 知的障害児者に対する理解を深めるため、
者製作品展 知的障害児者施設における製作品の展示・販
示 (県 単) 売を行う。

(昭和48年度)

4 心身障害者扶 616,017 県 心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資
養共済制度運 するとともに、障害者の将来に対し保護者の
営 うち国庫対象額 月額20,000円 抱く不安の軽減を図るため、保護者が毎月一

215,302 （１口） 定額の掛金を納め保護者死亡時に残された障
(昭和45年度) (国1/2) 害者に終身一定の年金を支給する「心身障害

者扶養共済制度」を運営する。

5 特別障害者手 51,418 県 精神又は身体に著しく重度の障害があるた
当 (保健福祉事務所) め、日常生活において常時特別の介護を必要

(国3/4) とする20歳以上の在宅の者に対して、特別障
(昭和61年度) 月額27,350円 害者手当を支給し、福祉の向上を図る。

対象者は、特別児童扶養手当等の支給に関
＊市分は市が する法律施行令第１条第２項に該当する障害
実施 を有する者(所得による支給制限あり)。

6 障害児福祉手 20,475 県 精神又は身体に著しく重度の障害があるた
当(福祉手当 め、日常生活において常時の介護を必要とす
経過措置を含 (国3/4) 月額14,880円 る20歳未満の在宅の障害児に対し、障害児福
む) 祉手当を支給し、福祉の向上を図る。

＊市分は市が 対象者は、特別児童扶養手当等の支給に関
(昭和61年度) 実施 する法律施行令別表第１に該当する障害を有

する児童(所得による支給制限あり)。

7 在宅重度障害 500 県 昼夜とも在宅の重度知的障害児(者)又は重
者介護手当 症心身障害児(者)の介護者に在宅重度障害者
(昭和47年度) (県 単) 年額20,000円 介護手当を支給する。

（※県内に６か月以上居住していること、前
年分の市町村民税均等割が課されていないこ
と（生活保護世帯を除く）等の要件あり）
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
8 障害者自立支 9,408 障害福祉水準の維持と自立支援促進のた
援推進対策 め、県独自の利用者負担軽減措置を行う。
(平成19年度)

(1)利用者負担 6,888 市町村 居宅サービス・通所施設利用者のうち一般
額補助 世帯及び障害児通所施設利用者で市町村民税

（県 単） 所得割28万円以上の世帯の月額負担上限額
【補助率3/4】 を、国基準の2/3に軽減する。

(2)グループホ 2,520 約80人 市町村 グループホーム入居者のうち一般世帯を対
ーム家賃補 象に、家賃額の1/2（上限5,000円）を補助す
助 （県 単） る。

【補助率3/4】

9 障害者虐待防 3,503 県 「県障害者権利擁護センター」を運営する
止対策支援事 とともに、関係機関による連携協力体制の整
業 (国1/2) 備を進める。

また、障害者虐待防止・権利擁護研修を実
(平成22年度) 施するとともに、障害者虐待が疑われる場合

の通報義務について周知等を行うほか、弁護
士、司法書士、社会福祉士等からなる専門職
チームを市町村に派遣して必要な助言を行う
など、市町村の虐待対応業務全般を支援する。

10難聴児補聴器 1,584 市町村 障害者総合支援法に基づく補聴器支給事業
購入支援事業 の対象にならない軽・中度の難聴児に対し、

（県 単） 補聴器の購入費用の一部を助成する。
(平成25年度) 【補助率1/3】 （補助率：県1/3、市町村1/3）

11障害者差別解 3,174 県 「県障害を理由とする差別の解消の推進に
消推進 (一部委託） 関する条例」（平成31年３月公布）の普及啓

うち国庫対象額 発及び条例に基づく施策を行う。
(平成27年度) 2,727 ・障害者差別相談窓口の設置（平成28年度）

(国1/2) ・障害者が進行役を務める障害への理解を促
進するＤＥＴ研修の開催（平成28年度）

・ヘルプマーク等の普及啓発
※一部委託先（相談窓口）

県身体障害者福祉団体連合会
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２ 障害児(者)の自立支援

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 居宅介護等県 569,350 市町村 障害者が居宅において日常生活を営むこと
費負担 ができるよう、入浴・食事等の身体介護、調

(県 単) 国庫負担基準 理・洗濯等の家事援助及び外出時における移
(昭和42年度) 告示の規定に 動中の介護等の訪問サービスを提供する。

基づき当該介 昭和42年度から身体障害者ホームヘルプ
護給付費の支 昭和53年度からガイドヘルプ
給に係る障害 平成２年度から心身障害児（者）ホームヘ
福祉サービス ルプ
を受けた障害 平成15年４月から支援費制度に移行
者等の人数に 平成18年10月から障害者自立支援法による
応じ算定した 居宅介護、重度訪問介護、行動援護に移行
額 平成23年10月から同行援護が追加

（負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

2 療養介護県費 252,819 市町村 医療を要し、かつ、常時介護を必要とする
負担 障害者に、医療機関で機能訓練、療養上の管

(県 単) 理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
(平成18年度) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

3 生活介護県費 2,860,360 市町村 障害者に対する通所による介護、創作的活
負担 動又は生産活動の各種サービスの提供を行

(県 単) う。
(平成18年度) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

4 短期入所県費 119,181 市町村 障害者(児)の介護者等が疾病その他の理由
負担 により介護が困難となった場合に、施設にお

・身体障害者 (県 単) いて一時的に介護を行う。
(昭和62年度) 平成15年４月から支援費制度
・知的障害者・ 平成18年４月障害者自立支援法施行
児童 （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4
(平成15年度)

5 施設入所支援 920,114 市町村 施設に入所する障害者に対し、主として夜
県費負担 間において入浴、排泄、食事の介護等を行う。
(平成18年度) (県 単) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

6 自立訓練 97,020 市町村 自立した日常生活を営むことができるよう
（機能・生活） 一定の期間にわたり必要な訓練を行う。
県費負担 (県 単) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4
(平成18年度)

7 就労移行支援 229,122 市町村 就労を希望する障害者に対し、一定の期間
県費負担 にわたり就労に必要な訓練を行う。
(平成18年度) (県 単) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

8 就労継続支援 1,453,355 市町村 一般就労が困難な障害者に対し、必要な訓
県費負担 練を行う。
(平成18年度) (県 単) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
9 共同生活援助 940,480 市町村 障害者に対して、主として夜間、共同生活
(グループホー の場における日常生活上の支援を行い、地域
ム)県費負担 (県 単) における自立生活を援助する。
(平成元年度) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

10自立生活援助 1,176 居宅において単身等で生活する障害者に対
県費負担 市町村 して、定期的な巡回訪問等により、日常生活

(県 単) 上の課題の把握や必要な情報提供、関係機関
(平成30年度) との連絡調整等の援助を行う。

（負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

11就労定着支援 6,828 市町村 就労移行支援等を利用して一般企業等に就
県費負担 職した障害者に対し、就労が継続されるよう、

(県 単) 相談、助言等必要な支援を行う。
(平成30年度) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

12障害者医療 529,763 市町村 身体上の障害の軽減・除去のための医療を
（更生医療・ 給付する事業に対して公費負担する。世帯の
育成医療・療 (県 単) 市町村民税課税状況や疾病に応じて自己負担
養介護医療) 上限額を決定し、更生相談所や児童相談所等
県費負担 の判定により市町村長が支給を決定する。
(平成18年度) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

13自立支援医療 2,317,211 県 通院による精神医療費のうち、保険診療に
（精神通院医 係る医療費の自己負担分の一部を公費負担す
療）公費負担 (国 1/2) る。受診者の自己負担は原則１割。ただし、

所得や疾病等により一月当たりの自己負担上
(平成18年度) 限額が設定される。

14補装具費県費 99,989 市町村 身体障害児(者)に対し、身体の部分的欠損
負担 又は機能損傷を補うための補装具の購入・修

(県 単) 理・借受けに要した経費の一部を負担する。
(平成５年度) ・心身障害者福祉センター及び指定自立支援

医療機関の判定により市町村長が交付決定
・市町村が指定した業者と利用者が契約して
購入・修理・借受け

・種類(視覚)視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
(聴覚)補聴器
(肢体)義肢、装具、車いす(電動を含む)等

（負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

15相談支援給付 119,091 市町村 障害者等にサービス等利用計画の作成や
費県費負担 モニタリング等の支援及び地域相談支援を

(県 単) 行う事業に対して、公費負担する。
(平成24年度) （負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

16高額障害福祉 4,965 市町村 同一世帯に障害福祉サービスを利用する者
サービス等給 が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する
付費県費負担 (県 単) ため、世帯における利用者負担額が、高額障

害福祉サービス費算定基準額を超えた分につ
(平成24年度) いて公費負担する。

（負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4
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３ 障害者の社会参加促進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 市町村地域生 313,046 市町村 市町村が実情に応じ実施する地域生活支援
活支援事業補 事業及び地域生活支援促進事業に対し補助す
助 (県 単) 国庫補助（事 る。

【補助率1/4】 業実績割）に ・理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援
(平成18年度) (別途国 1/2) 合わせ配分 事業、相談支援事業、成年後見制度利用支

援事業、成年後見制度法人後見支援事業、
意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事
業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事
業、地域活動支援センター機能強化事業、
発達障害児者地域生活支援モデル事業、障
害者虐待防止対策支援事業、成年後見制度
普及啓発事業等

2 障害者就業・ 54,000 ９か所 県 就職や職場への定着が困難、あるいは就業
生活支援セン （委託） 経験のない障害者に対し、就業及びこれに伴
ター運営事業 (国1/2) う日常生活、社会生活上の支援を行う。
(平成14年度) ※委託先 はるな郷ほか８法人

3 障害者週末活 17,335 ９か所 県 「障害者就業・生活支援センター」に支
動支援事業 （委託） 援員を配置し、特別支援学校を活用するな

(国1/2) ど、身近な地域において障害者が週末に活
(平成28年度) 動できる場所づくりに取り組む。

※委託先 はるな郷ほか８法人

4 障害者就労連 1,432 県 障害者への就労支援を更に強化するため、
携プロジェク （委託） 障害者とその保護者、企業、就労支援機関の
ト (国1/2) 連携をテーマとした研修会や交流会を開催す

る。
(令和元年度)

5 広域的 14,450 県 地域のネットワーク構築に向けた指導・調
支援事業 整などの広域的支援を行う。

(国1/2) ・相談支援に関するアドバイザーを配置し、
(平成19年度) 市町村域を超えた広域的な支援を行うこと

により、地域における相談支援体制の整備
を推進するための事業を実施する。

・地域療育に関する専門職員を伊勢崎、富岡、
吾妻、利根沼田及び太田の各保健福祉事務
所に配置し、圏域での広域的な支援を行う
ことにより、地域療育体制の整備を推進す
るための事業を実施する。

6 サービス・相 8,014 県 障害福祉サービスの質の向上を図るため、
談支援者、指 サービス提供者や相談支援従事者、あるいは
導者育成事業 うち国庫対象額 指導者などを育成する。

7,993 ・障害支援区分認定調査員等研修
(平成18年度) (国1/2) ・相談支援従事者初任者研修、現任研修、

主任研修、専門コース別研修
・サービス管理責任者等研修
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

7 喀痰吸引等研 806 県 介護職員等が特定の者に対し喀痰吸引等の
修 医療的ケアを提供するために必要な研修を行

うち基金対象額 う。
(平成24年度) 802 ・第三号研修

(基金10/10) ・他職種連携研修

8 居宅介護従業 3,775 県 数多くの多様なニーズに対応した適切な居
者養成 宅介護を提供するため、必要な知識、技能を

(国1/2) 有する従業者等を養成する。
(平成17年度) ・重度訪問介護従業者養成研修

・同行援護従業者養成研修
・手話ヘルパー養成事業

9 強度行動障害 2,214 県 ・強度行動障害を持つ者等に対し、障害特性
支援者養成 の理解に基づく適切な支援を行うことので

(国1/2) きる職員を育成する（基礎研修）。
(平成26年度) ・基礎研修修了者を対象に強度行動障害を持

つ者等への障害特性の評価及び支援計画の
作成ができる職員を育成する（実践研修）。

10障害者社会参 8,544 県 〇障害者社会参加推進センター運営事業委託
加推進センタ (委託) 障害者に関する各種社会参加事業について
ー運営委託 うち国庫対象額 の受託、情報収集、調査研究等を実施する

7,674 センターの運営を行う。
(平成２年度) (国1/2) 〇障害者110番事業委託(平成11年度)

常設の相談窓口で、専門の相談員が障害者
の権利擁護等の相談に応じる。

※委託先 県身体障害者福祉団体連合会

11障害者IT総合 5,549 県 県内の障害者に対しパソコン等の活用を支
推進事業 (委託) 援する事業を委託により実施する。

(国1/2) ・障害者向け機器やソフトを設置し、直接経
(平成13年度) 験してもらう。

・専門知識を持った職員が常駐し、障害者の
パソコン活用の相談、アドバイスを行う。

※委託先 パソボラ・サポート群馬

12身体障害者補 1,782 １頭 県 身体障害者の自立と社会参加を促進するた
助犬給付事 (委託) め、日常生活を補助する補助犬（盲導犬・介
業委託 (国1/2) 助犬・聴導犬）を、必要とする身体障害者に
(昭和52年度) 給付する。

※委託先 補助犬育成施設
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
13生活訓練等事 19,669
業

(1)視覚障害者 16,712 県 ○視覚障害者社会参加促進事業
福祉推進事 (委託) 視覚障害者の自立生活や社会参加を促進す
業委託 うち国庫対象額 るため、生活訓練等を実施する。

8,228 ・視覚障害者家庭生活訓練
(平成７年度) (国1/2) ・視覚障害者生活訓練事業

・中途視覚障害者生活訓練
○視覚障害者福祉活動促進事業
専門の生活相談員を配置するとともに、役

員が県外での会議等に出席する場合に、必要
なガイドヘルパーを派遣する。
○点字情報ネットワーク事業
視覚障害者の情報支援のため、パソコン配

信された新聞等の情報を点字として供給す
る。
○ガイドヘルパーネットワーク事業
視覚障害者等が、都道府県・指定都市間を

移動する場合に、その目的地において支援を
行うガイドヘルパーを確保する。
※委託先 県視覚障害者福祉協会

(2)知的障害者 2,957 県 在宅の知的障害者の社会参加能力の向上を
社会活動推 (委託) 図るため、料理教室、各種レクリエーション
進事業委託 (国1/2) を実施するほか、「親なき後」を考える研修

(平成７年度) 会等を開催する。
※委託先 県手をつなぐ育成会

14意思疎通支援 12,899
事業

(1)盲ろう者向 8,033 県 盲ろう者(視覚及び聴覚の重複障害者)の意
け通訳・介 (委託) 思伝達、情報収集、外出などを支援するため、
助員養成・ うち国庫対象額 通訳・介助員の養成及び派遣を行う。
派遣事業委 7,597 ・盲ろう者向け通訳・介助員養成事業委託
託 (国1/2) （平成13年度・26年度から中核市と共催）

・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業委託
(平成13年度) うち中核市負担 （平成14年度・26年度から前橋市が事業を

436 開始）
※委託先 群馬盲ろう者つるの会

(2)字幕入り映 1,578 県 聴覚障害者の情報支援として、教養・娯楽
像ライブラ (委託) ・ドキュメンタリーなどの字幕入りテレビ番
リー作品制 (国1/2) 組ビデオ等を制作し、貸出を行う。
作・頒布委 ※委託先 聴力障害者情報文化センター
託等

(平成２年度)

(3)手話普及啓 725 県 手話の普及啓発のためのイベントを開催す
発推進イベ (委託) る。
ント委託 (国1/2) ※委託先 県聴覚障害者コミュニケーション

(平成27年度) プラザ
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(4)手話言語条 220 県 児童に対する手話の理解及び普及のため、
例リーフレ 手話言語条例等の内容を解説したリーフレッ
ット作成 (国1/2) トを作成し、小学校に配布する。

(平成27年度)

(5)県手話施策 209 県 手話の普及啓発に係る実施計画を策定する
推進協議会 ため、有識者及び関係団体の意見を聴取する

(平成27年度) (県 単) 場として、県手話施策推進協議会を開催する。

(6)手話講習会 340 株式会社、社 企業等において、手話講習会や要約筆記講
等開催費補助 会福祉法人等 習会を開催した場合の経費（講師謝金・旅費）

(平成28年度) (県 単) の一部を助成する。

(7)遠隔手話通 243 県 県施設を訪れる聴覚障害者が手話による意
訳サービス 思疎通を行えるよう、県施設にタブレット型
事業 (県 単) 端末を設置し、画面越しに手話通訳を行う。

(平成29年度) なお、端末は、県庁舎、ふれあいスポーツ
プラザ等に設置する。

(8)県職員向け 175 県 窓口業務に従事する県職員が手話を理解で
手話研修 きるよう、障害福祉圏域単位で手話研修を実

(平成29年度) (県 単) 施する。

(9)失語症者向 1,188 県 失語症者が日常生活する上で必要な、意思
け意思疎通 うち国庫対象額 (委託) 疎通を行うための支援者を養成する。
支援者養成 757 ※委託 県言語聴覚士会
事業 (国1/2)

うち中核市負担
(平成30年度) 431

(10)難聴児早 188 県 聴覚障害児を支援するため、保健、医療、
期支援対 福祉、教育の各分野の連携を強化する協議会
策検討 (県 単) を設置する。
協議会

(令和３年度)

15障害者相談体 886 県 本県における障害者相談支援体制整備の主
制支援事業 導的役割を担う場として、「県自立支援協議
(平成16年度) (県 単) 会」を設置、運営する。

16在宅要援護者 117,428
総合支援

(1)じん臓機能 千円 市町村 じん臓又は小腸の機能に障害を有する者
障害者等通 22,548 が、人工透析法、中心静脈栄養法等による医
院交通費補 療の給付を受けるため通院する際の交通費を
助事業 (県 単) 補助する。

【補助率1/2】 ・対象者 当該年度分市町村民税非課税の者
(昭和57年度) ・基準額

２～25㎞ 2,600円、25～75㎞ 3,200円
75㎞～ 5,200円

・補助率 1/2
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(2)重度身体障 4,500 15件 市町村 上・下肢、体幹又は視覚に重度の障害を有
害者(児)住 する者(児)及び家族が、住宅設備を障害者の
宅改造費補 (県 単) 使用に適したものに改造するための費用を補
助事業 助する。

【補助率1/2】 ・対象者 当該年度の市町村民税額160千円
(昭和48年度) 未満の世帯

・上限額 600千円(基準額の1/2と市町村が
行った助成額の3/5を比較して少
ない額）

(3)在宅重度心 47,427 10か所 市町村 在宅重度心身障害者等を対象に通所の場を
身障害者等 設け、養護、日常生活訓練等のデイサービス
デイサービ (県 単) を行う事業に対して補助する。
ス事業補助 【補助率1/2】 ・人件費

１型 197,000円×15.95月×２人
(平成２年度) ２型 197,000円×15.95月×３人

・運営費（上限）
１型 477,360円、２型 716,040円

(4)知的障害 3,156 ３か所 市町村 市町村が地域ホームに障害者を入居(委託)
(児)者地域 させた場合の必要経費に対して補助する。
ホーム事業 (県 単) ・補助基準月額
補助 【補助率1/2】 ２人：118,310円、３人： 78,880円

(平成６年度) ４人： 65,730円、５人： 52,590円
６人： 43,820円

(5)日中一時支 4,853 ３か所 市町村 特別支援学校等に通う心身障害児を対象
援事業（心 に、放課後、集団活動訓練の場を設け、集団
身障害児集 (県 単) 活動や社会適応訓練を行う事業に対して補助
団活動・訓 する。
練事業）補 【補助率1/3】 ※生活保護・市町村民税非課税世帯の利用
助 料を無料化し、保護者負担を軽減。

(平成９年度) ・１日利用人員月額単価(週５日実施の場合)
16人以上 533,890円、11～15人 494,650円、
6～10人 417,730円

・長期休み中基準超え加算
１時間当たり 1,550円～3,100円

・重症心身障害児加算
１人１日当たり 700円
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(6)日中一時支 34,944 市町村 在宅の心身障害児(者)(65歳以上の重度身
援事業（登 体障害者及び中軽度身体障害者を除く)を常
録介護者事 (県 単) 時介護する者が一時的に介護できない場合
業、サービ に、市町村に登録した一定の資格を有する者
スステーシ 【補助率1/3】 又は県に登録した24時間対応型サービスステ
ョン事業） ーションに対し介護を市町村が依頼する場合
補助 の事業費に対し補助を行う。

・登録介護者介護料(30分を１単位)
(平成７年度) 一般世帯分

重度:550円 中軽度:450円 自己負担:150円
生保世帯分
重度:700円 中軽度:600円

保険料 18円×利用日数
・サービスステーション介護料(30分を１単位)
一般世帯分
重度:1,050円 中軽度:900円 自己負担:350円

生保世帯分
重度:1,400円 中軽度:1,250円

17福祉活動推進 13,265
事業

(1)身体障害者 9,433 県 身体障害者福祉活動推進員及び結婚相談員
福祉推進事 (委託) を配置し、身体障害者の社会参加や結婚を促
業委託 (県 単) 進するための事業を行う。

･身体障害者福祉活動推進事業(昭和56年度)
(平成７年度) ･身体障害者結婚相談事業(昭和47年度)

※委託先 県身体障害者福祉団体連合会

(2)知的障害者 3,832 県 知的障害者福祉活動推進員を配置し、知的
福祉活動推 (委託) 障害児者に対する各種援助や相談を行う。
進事業委託 (県 単) ※委託先 県手をつなぐ育成会

(平成８年度)

18 関係団体補 7,713
助

(1)聴覚障害者 2,349 １団体 県聴覚障害者 聴覚障害者の自立と社会参加の促進を図る
福祉推進事 連盟 ため、県聴覚障害者連盟が実施する各種事業
業補助 (県 単) に対して補助を行う。

うち国庫対象額
(平成14年度) 421

（国1/2）

(2)音声機能障 443 県内居 県身体障害者 疾病等により喉頭を摘出し、音声機能を喪
害発声訓練 住の音 福祉団体連合 失した者に対し、発声訓練により社会参加の
・指導者養 (国1/2) 声機能 会 促進を図るとともに、発声訓練を行う指導者
成事業補助 障害者 を養成する事業に対して補助を行う。

(昭和48年度) （訓練等は群鈴会が実施）
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(3)ボランティ 220 ３団体 関係団体 手話、点訳、要約筆記のボランティア活動
ア活動推進 を支援し、聴覚及び視覚障害者の福祉向上や
費補助 (県 単) 実技研修会等でボランティアの育成を図る。

・群馬県手話サークル連絡会 100千円
(平成２年度) ・群馬県点訳奉仕の会 50千円

・群馬県要約筆記会 70千円

(4)オストメイ 293 県内居 あかぎ互療会 人工肛門、人工ぼうこう造設者を対象に実
ト社会適応 住の人 施する、補装具の装着・ストマ用装具の使い
訓練事業補 (国1/2) 工肛門 方についての講習会や日常生活上の基本的事
助 人工ぼ 項に関する研修、生活相談及び医事相談を行

うこう う事業に対して補助を行う。
(昭和61年度) 造設者

(5)心身障害児 2,050 ４団体 関係団体 心身障害関係団体の健全育成を図るため、
(者)関係団 団体活動に要する運営経費に対し補助を行
体補助 (県 単) う。

・群馬県手をつなぐ育成会 1,200千円
(昭和45年度) ・群馬県重症心身障害児(者)を守る会 200千円

・群馬県肢体不自由児者父母の会連合会 450千円
・群馬盲ろう者つるの会 200千円

(6)盲ろう者支 258 １団体 群馬盲ろう者 盲ろう者の社会参加促進のため、群馬盲ろ
援体制整備 つるの会 う者つるの会が行う盲ろう者支援体制整備に
事業補助 (県 単) 要する経費に対して補助を行う。

(平成12年度)

(7)身体障害者 500 １団体 県身体障害者 在宅身体障害者の自立更生を目的として、
特別研修会 福祉団体連合 県身体障害者福祉団体連合会が開催する特別
開催費補助 (県 単) 会 研修会に対して補助を行う。

(昭和54年度)

(8)精神関係団 1,400 ２団体 患者家族会等 精神障害関係団体の健全育成を図るため、
体補助 団体活動に要する運営経費に対し補助を行

(平成２年度) (県 単) う。
・家族会連合会 1,200千円
・てんかん協会 200千円

(9)第50回関東 100 １団体 県聴覚障害者 関東のろう者が参加するスポーツの振興と競
ろう者体育 連盟 技スポーツの技術向上等を図るために開催さ
大会 (県 単) れる、第50回関東ろう者体育大会の運営経費

(令和３年度) に対し補助を行う。

(10)関東・甲 100 １団体 県重症心身障 心身障害関係団体の健全育成を図るため、
信越ブロ 害児（者）を 県重症心身障害児（者）を守る会が開催する
ック大会 (県 単) 守る会 関東・甲信越ブロック大会に要する経費に対

(令和２年度) し補助を行う。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
19重症心身障害 11,181
児(者)支援

(1)要医療重心 2,669 市町村 医療的ケアが必要な在宅重症心身障害児
児(者)訪問 (者)を在宅で介護する家族に対し、長時間の
看護支援事 (県 単) 訪問看護を実施する。
業 ・１回の利用時間４時間（うち1.5時間は診

(平成15年度) 【補助率1/2】 療報酬によるもの）（年６回まで）

(2)医療型障害 8,000 短期入所施設 短期入所施設の設置者（新たに設置しよう
児短期入所 の設置者等 とする者を含む）が、医療的ケア児（者）を
事業所設備 (基金10/10) 新たに受け入れる場合等に行う設備整備、備
整備費等補 品購入に要する経費の一部を補助する。
助

(平成27年度)

(3)医療的ケア 147 県 医療的ケア児等を支援するため、市町村保
児等支援者 健師等、地域において医療的ケア児等の支援
養成研修等 (国1/2) を行う人材を育成するための研修や、事例検

討会など医療的ケア児等コーディネーターの
(令和２年度) フォローアップのための研修を行う。

(4)医療的ケア 365 県 地域における医療的ケア児等を取り巻く課
児等支援の 題について、保健、医療、障害福祉、教育等
ための協議 (国1/2) の分野の支援者が集まり、課題解決に向けた
の場 協議を行う。

(令和２年度)

20療育システム 44,068
ネットワーク
推進事業

(1)ネットワー 507 県 地域ごとに会議を開催し、関係者によるネ
ク推進会議 ットワーク化、支援体制の整備などについて

(県 単) 検討を行うとともに、療育フェスティバルを
(平成14年度) 開催する。

(2)地域療育相 43,561 県 伊勢崎、富岡、吾妻、利根沼田及び太田の
談事業 （委託） 各保健福祉事務所並びに発達障害者支援セン

うち国庫対象額 ターに心理士などの専門スタッフを配置し、
(平成19年度) 6,254 訪問・巡回による療育相談、「マザー＆チャ

(国1/2） イルド」、保育所・幼稚園などの職員に対す
るコンサルテーションや「つぼみの部屋」に
よる障害児早期療育事業などを行う。
※委託先 前橋あそか会 ほか４法人

21発達障害者支 947 県 発達障害児(者)及びその家族に対する総合
援体制整備 うち国庫対象額 的な支援体制の在り方の検討を行う。
(平成16年度） 377 また、発達障害児(者)支援に関わる人材育

(国1/2) 成事業を行う。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
22発達障害者支 1,692
援体制サポー
ト事業

(1)発達障害者 1,250 県 地域ごとに、「発達障害者地域支援マネジ
地域支援マ （委託） ャー」を派遣し、相談支援事業所等を対象と
ネジャー派 (国1/2) した研修等を企画し、実施する。
遣 ※委託先 特定非営利法人リンケージ

(平成27年度)

(2)発達障害相 64 県 「発達障害相談支援サポーター」を対象に、
談支援サポ 先進県での支援体制整備の取組内容等を学ぶ
ーターフォ （国1/2） 研修を実施する。
ローアップ
研修

（平成28年度）

(3)かかりつけ 378 県 発達障害者等が受診する診療所の主治医等
医研修等発 の医療従事者に対して、発達障害に関する研
達障害対応 （国1/2） 修を実施する。
力向上研修

（平成29年度）

23障害児子育 186 １団体 関係団体 障害児の保護者により組織される団体が行
て支援事業 う、在宅の障害児及びその保護者を対象とし
補助 （県 単） １団体当たり た交流事業、研修事業などに対して補助する。

【補助率1/2】 補助基準額
(昭和46年度) 372,000円

24身体障害者用 1,314
介護機器展示
普及

(1)身体障害者 54 14件 県 福祉機器に対する理解と普及の促進を図る
用介護機器 ため、社会福祉総合センターに展示する介護
展示普及 (県 単) 機器を借り上げる。

(平成10年度)

(2)車いすリサ 1,260 ３施設 県 不用となった車いすを回収し、車いすを必
イクル事業 （委託） 要とする児童に無償で貸与等することによ
委託 （県 単） り、車いすの有効活用及び福祉の向上を図る。

(平成18年度) ※委託先 二之沢愛育会 ほか２法人
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
25全国障害者ス 13,059 県選手 県 障害者スポーツの一層の発展を図り、障害
ポーツ大会選 団 (委託) 者に対する理解と認識を深めるとともに、自
手団派遣 うち国庫対象額 立と社会参加の促進に寄与することを目的と

12,999 して実施される「全国障害者スポーツ大会」
(平成13年度) （国1/2） に本県選手団を派遣する。

・派遣(大会)日程：R3.10.21～26(23～25)
・開催地：三重県
※委託先 県障害者スポーツ協会

26全国障害者ス 5,436 県選手 県 「全国障害者スポーツ大会」団体競技関東
ポーツ大会関 団 (委託） ブロック地区予選会に本県選手団を派遣する
東ブロック地 (国1/2) とともに、関東ブロック地区予選会（７競技
区予選会 （予定））を開催する。
(昭和54年度) ※委託先 県障害者スポーツ協会

27群馬県障害者 10,506 県 障害者が大会を通じて参加者等と交流を
スポーツ大会 (委託) 深めながらスポーツの楽しさを体験すると
運営委託 (国1/2) ともに、県民の障害者に対する理解を深め、
(平成13年度) 障害者の社会参加を促進することを目的と

して、県障害者スポーツ大会を開催する。
また、全国障害者スポーツ大会予選会を

開催する。
・競技日程：R3.4～10
・競技会場：ふれあいスポーツプラザ他
※委託先 県障害者スポーツ協会

28障害者スポー 18,588
ツ普及推進

(1)障害者スポ 7,776 県 障害者スポーツの普及を図るため、各団体
ーツ普及推 うち国庫対象額 (委託） との連携等を担うコーディネーターを設置す
進 7,698 るほか、学校等においてトップアスリート交

(平成27年度) （国1/2） 流事業を実施する。
※委託先 県障害者スポーツ協会

(2)東京2020パ 10,812 県 東京2020パラリンピック聖火フェスティバ
ラリンピッ ルを実施する。
ク聖火フェ （県 単）
スティバル

(令和２年度)

29障害者スポー 8,054 県 パラリンピック等の国際大会で活躍する選
ツ競技力向上 (委託) 手を輩出することを目的として、優れた人材

(国1/2) を早期に発掘し、関係団体と連携して、計画
(平成27年度) 的に育成・支援を行う「パラアスリート発掘

・育成事業」等を実施する。
※委託先 県障害者スポーツ協会

30障害者芸術文 366 県 障害者文化芸術振興のため、検討委員会及
化推進 び研修会を開催する。

（平成30年度） （県 単）
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
31介護サービス 489 県 障害福祉サービス事業（訪問系サービス）
従事者等スキ に従事するヘルパー等に対し、より適切な介
ルアップ研修 （県 単） 護を提供できるよう研修を行う。

・サービス提供責任者現任研修(平成19年度)
(平成19年度) ・知的障害者（児）ホームヘルパー養成基礎

研修 (平成19年度)

千円
32重度訪問介護 1,266 県 重度障害者の地域生活を支援するため、訪
等利用促進市 （国2/3） 問系サービスの給付額が国庫負担基準を超え
町村支援事業 312 る財政力の弱い市町村に対し、財政支援を行
(平成24年度) （国1/2） う。

４ 施設福祉の充実

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 工賃向上支援 12,952 県 就労支援施設等で働く障害者の工賃水準を
事業 （委託） 引き上げるため、専門家派遣事業を実施した

うち国庫対象額 り共同受注窓口を運営したりするなどして、
(平成19年度) 12,949 障害者が地域で自立できるよう支援を行う。

(国1/2） ※委託先 県社会就労センター協議会

2 農業分野での 9,160 県 障害者の就労の場を農業分野にも拡大する
マッチング強 （委託） とともに、工賃の向上を図るため、共同受注
化 （国10/10） 窓口に農業分野の専門家を新たに配置し、農

業者への需要調査、施設等への技術指導、農
(平成28年度) 業者と施設等の業務マッチングなどを行う。

※委託先 県社会就労センター協議会

3 障害児入所措 221,685 県 保護が必要な障害児を施設等に入所措置し
置費 て保護するとともに、独立自活に必要な知識

うち国庫対象額 技能を習得するための支援や、治療及び日常
(平成18年度) 214,056 生活の指導等を行う。

(国1/2) （国庫対象分の負担割合）国1/2、県1/2

4 障害児入所給 349,055 県 障害児の保護者が施設の入所申込みを行
付費県費負担 い、障害児入所支援を受けた場合に入所給付

うち国庫対象額 費を支給する。
(平成18年度) 281,251 （国庫対象分の負担割合）国1/2、県1/2

(国1/2)

5 障害児通所支 2,161,299 市町村 障害児に対し、日常生活における基本的な
援県費負担 動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

(県 単） 適応訓練、生活能力向上のために必要な訓練、
(平成24年度) 集団生活適応のための専門的支援等を行う。

（負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
6 知的障害者施 5,005 １団体 県 知的障害児(者)施設に知的障害者施設機能
設機能強化推 （委託） 強化推進員を配置し、地域福祉の中核施設と
進事業委託 うち国庫対象額 しての機能を強化する。

1,552 ※委託先 県知的障害者福祉協会
(平成８年度) (国1/2)

7 心身障害児 364,452 社会福祉法人 社会福祉法人等が行う施設整備事業等に要
(者)施設整備 等 する費用の一部を補助することにより、施設
費補助 (国2/3) 利用者及び入所者等の福祉の向上を図る。
(平成５年度) ・障害福祉サービス事業所等施設整備

8 障害者グルー 38,200 社会福祉法人 グループホーム事業者が事業の用に供する
プホーム等整 等 ために新たに建物を建設する場合又は既存建
備推進 うち国庫対象額 物を改修等する場合に必要となる工事費等に

37,200 対して補助を行う。
（平成20年度） （国2/3）

9 心身障害者福 26,524 県 身体障害者福祉法第11条に基づく身体障害
祉センター運 者更生相談所及び知的障害者福祉法第12条に
営 （県 単） 基づく知的障害者更生相談所として、身体・

知的障害者に係る各種相談・判定業務のほ
(昭和26年度) か、市町村等に対する専門的・技術的な援助

指導を行う。
また、県障害者施設入所調整委員会や県障

害者自立支援協議会アドバイザーに関する業
務を行う。

10発達障害者支 11,958 県 発達障害者の支援拠点である県発達障害者
援センター運 支援センターを運営し、相談・発達・就労支
営 (国1/2) 援を行うとともに、関係機関との連絡調整、
(平成18年度) 普及啓発・研修事業を行う。

11しろがね学園 92,045 県 福祉型障害児入所施設である県立しろがね
運営 学園を運営し、障害児の入所支援を行うとと

うち国庫対象額 もに、地域で生活する障害児に対し療育支援
(昭和26年度) 73,933 等を実施する。

(国1/2) ・定員54人（他にショートステイ６人）

12こころの健康 75,292 県 精神保健福祉に関する総合技術センターと
センター運営 して、関係機関への技術援助・指導や教育研
(昭和60年度) うち国庫対象額 修、精神保健福祉相談等を実施し、県民の精

39,994 神的健康の保持・増進、精神保健福祉に関す
(国1/2、1/3) る知識の普及・啓発を図る。

また、精神科救急情報センターとして、精
神科救急を円滑に実施するとともに、予防活
動を行うほか、ひきこもり支援センターとし
て、電話や来所相談などを行う。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
13ふれあいスポ 140,853 県 障害者及び高齢者のスポーツ及びレクリエ
ーツプラザ運 (指定管理者) ーション活動の振興並びに社会参加の促進を
営委託 うち国庫対象額 図るため、ふれあいスポーツプラザを管理運

4,583 営する。
(平成３年度) (国1/2) ・屋内施設：体育室、温水プール、盲人卓球

室、トレーニング室等
(指定管理料137,130) ・屋外施設：陸上競技場、フィールド、テニ

スコート、アーチェリー場、芝
生広場等

※指定管理者 県社会福祉事業団及び県ﾋﾞﾙﾒ
ﾝﾃﾅﾝｽ協同組合の共同体

※指定期間 H30.4.1～R5.3.31

14ゆうあいプー 70,906 県 ゆうあいピック群馬大会を記念して建設し
ル運営委託 うち国庫対象額 (指定管理者) た温水プールを管理運営する。

732 ※指定管理者 県社会福祉事業団
(平成９年度) (国1/2) ※指定期間 H30.4.1～R5.3.31

（指定管理料70,906)

15聴覚障害者コ 44,215 県 聴覚障害者の社会参加の促進を図るため、
ミュニケーシ (指定管理者) 意思疎通支援や相談事業を行う本施設を運営
ョンプラザ運 うち国庫対象額 する。
営委託 30,152 (主な事業)

(国1/2) ・手話通訳者及び要約筆記者の派遣・養成
(平成９年度) 養成は26年度から中核市と共催。

うち中核市負担 ・字幕入りビデオの制作、貸出
1,825 ・情報機器の貸出

・相談事業
（指定管理料44,215) ※指定管理者 県社会福祉事業団・県聴覚障

害者連盟
※指定期間 H29.4.1～R4.3.31

16点字図書館運 41,185 県 視覚障害者の社会参加の促進を図るため、
営委託 (指定管理者) 点字図書、録音図書の貸出・閲覧を主たる業

うち国庫対象額 務とし、併せて点訳奉仕員・音訳奉仕員の養
(昭和48年度) 29,621 成及び各種相談を行う本施設を運営する。

(国1/2) ※指定管理者 県社会福祉事業団・県視覚障
害者福祉協会

（指定管理料41,185) ※指定期間 H29.4.1～R4.3.31

17義肢製作所運 10,450 県 身体障害者の身体的機能の回復と更生を図
営委託 (指定管理者) るために、医学的判定と処方に基づき、補装

(県 単) 具の製作・修理・貸与を行うとともに補装具
(昭和62年度) 等の巡回相談を行う義肢製作所を管理運営す

（指定管理料10,450) る。
※指定管理者 県社会福祉事業団
※指定期間 H29.4.1～R4.3.31

18精神障害者援 24,842 県 回復途上にある精神障害者に生活の場を提
護寮運営委託 （指定管理者） 供し、日常における基本的な生活訓練を実施

(県 単) することにより、社会復帰につなげる施設を
(平成７年度) 運営する。

（指定管理料24,842) ※指定管理者 アルカディア
※指定期間 H30.4.1～R5.3.31
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
19障害福祉サー 2,110 県 障害者が個々のニーズに応じて障害福祉サ
ビス等情報公 ービスを選択できるよう、事業所の運営状況
表制度 (国1/2) 等の情報を公表する。
(平成30年度)

20障害児者施設 99,171 県 施設において新型コロナウイルス感染症が
への応援職員 （委託） 発生した際に、発生施設からの要請に基づき、
派遣支援事業 （国2/3） 早急に当該施設に応援職員を派遣できる体制

を構築する。
（令和２年度） ※委託先 県社会福祉協議会

21障害児者の訪 10,660 社会福祉法人 障害児者の家族が新型コロナウイルスに感
問支援事業 等 染したことにより障害児者の支援ができなく
(令和２年度) （県 単） なった場合に、施設へ入所するまでの間、居

宅介護事業者が訪問支援を行う。

22障害児者施設 767 県 施設・事業所における新型コロナウイルス
への感染症対 感染症対策を図るため、専門家による研修を
策事業 （国 1/2） 実施する。
(令和２年度)

５ 福祉のまちづくり推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 福祉のまちづ 87 県 「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に
くり推進事業 基づく各種施策を推進する。

(県 単) ・条例の普及啓発
(平成15年度) ・特定生活関連施設の届出審査、検査等

・適合証の交付

2 バリアフリー 178 県 車いす使用者用駐車施設の利用対象者に利
駐車場適正利 用証を交付する「思いやり駐車場利用証制度」
用促進 （県 単） を推進し、利用対象者がいつでも車いす使用

（平成20年度） 者用駐車施設を利用できる環境を整備する。
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６ 精神保健の推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 精神科救急医 64,273 県 精神科救急医療体制を確保するとともに、
療システム体 うち国庫対象額 (一部委託) 精神保健福祉法の規定による調査、診察及び
制整備 50,396 医療・保護を行うための体制を整備する。

(国1/2、3/4、 ※一部委託先 精神科病院他
(平成８年度) 10/10)

2 自殺対策推進 16,211 県 こころの健康センター内に設置した「自殺
センター うち国庫対象額 対策推進センター」において、地域の特性に

16,204 応じた施策や、若年層、ハイリスク者等への
(平成29年度) (国1/2、2/3) 自殺対策を推進する。

3 地域自殺対策 20,317 県 相談支援体制の充実や人材養成等の自殺対
強化事業 うち国庫対象額 策事業を実施するとともに、市町村や民間団

19,574 体等が行う地域の実情に応じた自殺対策事業
(平成27年度) (国1/2、2/3、 に係る経費を補助する。

10/10)

4 高次脳機能障 7,055 県 高次脳機能障害支援拠点機関を設置すると
害対策 ともに、支援コーディネーターを配置し、医

(国1/2) 療的ケアやリハビリなどの専門的な相談支援
(平成21年度) を行う。

5 精神障害者地 4,764 県 精神障害者ピアサポーターを養成し、入院
域移行支援事 （一部委託） 中の精神障害者との交流を行うことで、退院
業 （国1/2） への意欲を喚起するほか、精神障害者にも対

応した地域包括ケアシステムの構築を推進す
(平成25年度) る。

※一部委託先 県精神障害者社会復帰協議会

6 退院支援体制 323 県 精神科病院に長期入院している者の退院促
強化事業 （国1/2） 進を図るため、関係者を対象とした研修等を
(平成27年度) 実施する。

7 災害時精神医 3,833 県 大規模災害等の発生時に、精神科医療機関
療 の支援や被災者の心のケア活動を行うため、

(国1/2） 災害派遣精神医療チーム（DPAT)の体制を整
(平成29年度) 備する。

8 依存症対策 1,936 県 依存症対策推進のため、アルコール健康障
うち国庫対象額 害対策連絡協議会の開催及び依存症関連団体

(平成30年度) 1,935 の活動に対する補助を行うほか、ゲーム依存
（国1/2） に関する実態把握や啓発フォーラムを開催す

る。

9 精神・身体合 33,506 県 身体疾患を合併する精神疾患患者に対し適
併症対応 切な医療を提供するため、精神科医療体制を
(平成30年度) （県 単） 整備する。

10精神障害者措 114,408 県 知事の措置により入院治療する精神疾患患
置入院医療費 うち国庫対象額 者の医療費を公費負担する。（所得税階層区
公費負担 114,408 分による一部負担制度有り）
(昭和40年度) (国3/4)
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２６６１
ＦＡＸ ０２７－２２３－７８７２

薬 務 課
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１ 医薬品等の安全性と適正使用

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 薬務事業推進 3,931

(1)薬局機能強 800 県 結婚、出産、子育て、介護等で離職してい
化のための （委託） る薬剤師の復職を支援するための研修のほ
薬剤師人材 (県（基金）) か、薬剤師が在宅医療等に参画するための資
確保事業 質向上を目的とした研修を委託して実施す

る。
（平成30年度） ※委託先 県薬剤師会

(2)薬務事業 3,131 県 薬務事業に係る各種会議や研修等により最
推進 新の情報を得ることなどにより、医薬品医療

（県 単） 機器等の品質、有効性及び安全性を確保する。
また、条例に基づき薬事審議会を開催する。

2 県薬剤師会医 705 １か所 県薬剤師会 県薬剤師会が運営する「医薬分業支援セン
薬品情報管理 タ－」の医薬品情報(ＤＩ)管理部門に係る経
事業補助 （県 単） 費を補助する。
(昭和54年度) 【定額補助】 ＤＩ管理部門職員数：２人(常勤２人)

3 災害用医薬品 2,424 ３か所 県 県地域防災計画に基づき、災害時に備え、
備蓄等 (委託) 医薬品及び医療機器等の供給体制を確保する

(県 単) ため、災害用医薬品及び医療機器等の備蓄に
(平成元年度) 関わる事業並びに災害薬事業務に従事する薬

剤師の養成研修を委託して実施する。
※委託先 県医薬品卸協同組合、県医療機

器販売業協会及び県薬剤師会

4 薬局機能情報 754 県 県民が薬局を適切に選択できるよう、法に
提供 基づき報告のあった薬局の施設やサービスに

(県 単) 関する情報（薬局機能情報）を分かりやすい
(平成19年度) 形でインターネットにより提供する。

5 登録販売者試 12,584 県 一般用医薬品の販売に必要な資質を確認す
験登録制度 るため、登録販売者試験を実施する。
(平成20年度) (県 単)

6 後発医薬品適 4,699 県 後発医薬品の適正使用の推進を図るため、
正使用 後発医薬品適正使用協議会の開催や適正使
(平成21年度) (国10/10) 用、使用促進に向けた普及啓発事業を行う。

7 災害時におけ 389 県 災害時における地域の連携体制構築のた
る薬剤師の対応 め、薬剤師会等関係団体や災害時の医療支
体制整備事業 （国10/10） 援に関わる医療チームを構成員とした検討
(令和２年度) 会議等を実施する。

8 新型コロナウ 55,787 県 新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な
イルスワクチ 実施に向けた体制を整備し維持することによ
ン接種体制 うち国庫対象額 り、接種を希望する県民に安全かつ迅速にワ

45,491 クチンの接種を実施する。
(令和３年度) (国10/10)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
9 医薬品等ＧＭ 2,768 県 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及
Ｐ監視指導 び体外診断用医薬品等の品質、有効性及び安

(県 単) 全性を確保するため、それらの製造販売業者
(平成７年度) 及び製造業者の監視指導を実施する。

10無許可・無承 999 県 医薬品成分を含む違法な健康食品による
認医薬品等指 健康被害について、速やかに情報収集し、
導取締 (県 単) 関係者及び県民へ周知を行う。製品の試買

検査で医薬品成分の含有を確認し、違法製
(平成15年度) 品を発見して市場から排除する。

11医療用後発医 3,036 県 医療用後発医薬品の品質が先発医薬品と同
薬品の品質確 等性を有していることを確認するため、食品
保 (県 単) 安全検査センターにおいて内服固形製剤の溶
(平成12年度) 出試験を行う。

12医薬品等監視 1,218 県 医薬品等による健康被害を未然に防止する
指導 ため、製造販売業者及び製造業者に対して国

(国10/10) 際レベルの高度な監視指導を実施できる薬事
(昭和35年度) 監視員を育成する。

13医薬品国家検 961 県 厚生労働省通知に基づき、医薬品・医療機
定 器等一斉監視指導を実施する。
(昭和54年度) (国10/10)

２ 血液事業の円滑な運営

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 献血推進員設 1,244 １か所 県赤十字血液 事業所献血の推進及び協力事業所等との連
置費補助 センター 携強化を図り、安定的な集団献血を確保する

（県 単） とともに、移植に用いる造血幹細胞の提供の
(昭和61年度) 【補助率 1/2】 推進を図るため、県赤十字血液センター内に

献血推進員を設置する。

2 県献血推進 275 県 献血制度の適正な運営を図ることを目的と
協議会 した献血推進の年度計画策定のための協議会
(昭和53年度) (県 単) を開催する。

3 血液事業推進 1,520 県 献血者を確保し、県内の医療機関で必要と
する血液を安定的に供給するため、普及啓発

(平成11年度) （県 単） 活動のほか、献血功労者の表彰を始めとした
献血推進活動など、総合的に献血事業を実施
する。また、血液製剤の適正使用を推進する
ため、合同輸血療法委員会の運営を支援する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
4 若年層献血者 714 県 若者が集う場所で電子広告を上映するな
対策 ど、献血離れが進む若年層に対する啓発を実
(平成20年度) (県 単) 施する。

３ 骨髄移植事業の推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補助率等 件数等 補助基準額等

千円
1 骨髄移植普及 281 県 骨髄移植ドナー登録制度の普及啓発を図る
対策 とともに、献血会場でドナー登録が行えるよ
(平成６年度) (県 単) う登録説明員を養成する。

2 骨髄バンク推 489 骨髄ドナー登録推進を図るため、関係者を
進連絡協議会 県 構成員とした協議会の開催、シンポジウム等
開催費等 （県 単） の開催、各種イベントへ等への派遣調整を行

（令和３年度） う。

3 骨髄移植ドナ 910 13件 市町村 骨髄移植率向上を図るため、市町村が行う
ー支援事業 骨髄移植ドナー助成制度に対して補助する。
(平成28年度) (県 単) （助成内容）ドナー休暇のない提供者へ１日

【補助率 1/2】 当たり２万円、７日間を限度。

４ 毒物劇物の安全性確保

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 毒物劇物監視 125 県 毒物及び劇物の適正な製造、輸入、流通及
指導 び使用を確保するため、製造業者、輸入業者、

(県 単) 販売業者及び業務上取扱者の監視指導を実施
(昭和25年度) する。

2 毒物劇物取扱 960 県 毒物又は劇物の製造、輸入又は販売に必要
者試験 な資質を確認するための試験を実施する。
(昭和22年度) (県 単)
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５ 薬物乱用防止対策の推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 薬物関連問題 695 県 薬物乱用の予防啓発及び再乱用防止の観
相談事業 点から保健福祉事務所において一般的な相

(県 単、 談に応じる。
(昭和63年度) 一部国1/2） また、こころの健康センターを依存症相

談拠点とし、薬物依存症者等からの相談に
応じるとともに、薬物依存症者の家族を対
象とした家族教室を開催する。

2 薬物乱用防止 2,102 県 薬物乱用対策推進本部会を開催する。また、
啓発活動 啓発資材を作成し、教育現場や地域において、

(県 単) 薬物乱用防止指導員等と連携の上、啓発活動
を実施する。

3 監視指導取締 1,101 県 医療用麻薬の取扱い等の適正化を図るた
め、麻薬取扱者等への麻薬免許の交付及び麻

(県 単) 薬業務所等に対する立入検査を実施する。
また、危険ドラッグの乱用を未然に防止す

るため、未規制薬物の知事指定を行う。

4 がん疼痛緩和 420 県 がん疼痛緩和に係る医療用麻薬の適正使用
推進事業 を推進するため、医療従事者に対する講習会

(県 単) を開催する。
（平成24年度） また、県が拠点薬局に整備補助した無菌調

剤室の活用促進が図られるよう実務講習会を
開催する。

5 薬物再乱用防 440 県 薬物依存症者の治療と回復支援に携わる関
止対策事業 係機関の職員を対象に、認知行動療法を用い

(県 単、 た治療・回復プログラムの理解を深めるため
（平成26年度） 一部国1/2) の研修会を開催する。

また、薬物依存症への正しい理解や認識を
深めるための講演会等を開催する。

6 若年層薬物乱 506 県 若年層における大麻の乱用が拡大している
用防止対策 ことから、若年層に対しデジタルコンテンツ
（令和3年度） (県 単) を活用した広報啓発を行う。

６ 温泉の保護・適正利用

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 温泉保護対策 1,241 457 県 温泉法に基づく各種許可業務や、温泉資源
(昭和53年度) 源泉 を保護するための監視指導等を行う。

(県 単) また、硫化水素ガス事故の発生が懸念され
る温泉地について、利用施設への立入調査、
ガス測定を行い、入浴事故を防止する。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
2 温泉振興促進 497 県 温泉の現状と将来的な展望を見据えた資源

保護、利活用、温泉地振興等を推進するため、
(昭和52年度) (県 単) 県内温泉関係者、温泉アドバイザー、市町村

担当職員等を対象とした研修会を開催する。

3 温泉資源保護 820 県 県温泉協会等に対し、温泉に関する調査・
総合対策調査 (一部委託) 研究等を委託し、本県における温泉の保護対
研究事業 (県 単) 策に必要な資料を整備する。
(平成20年度) ※一部委託先 県温泉協会等

4 温泉源定期調 4,452 県 温泉資源保護の基礎データとするため、県
査業務委託 (一部委託) 内の全源泉について、年１回、泉温、湧出量

(県 単) （揚湯量）等を調査するもので、調査業務の
(平成24年度) うち一部（測定業務）を委託する。

※一部委託先（測定業務） 民間事業者等
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２６７１
ＦＡＸ ０２７－２２３－３８６４

国 保 援 護 課
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１ 国民健康保険運営の適正化及び安定化対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 国民健康保険 624 県 療養の給付の適正を期するため、保険者に
給付適正化指 対して、レセプト点検事務の研修を行う。
導 (県 単)

2 国民健康保険 13,364 ２町 神流町 へき地住民の地域医療を確保するため、国
施設活動 東吾妻町 保直営へき地診療施設運営経費の赤字の一部

（県 単） を補助する。
(昭和44年度) 【補助率1/2】

3 国民健康保険 155 県 国民健康保険審査会を設置・運営し、国民
委員会運営 健康保険の保険給付等に関する処分に対する

(県 単) 不服申立ての審査を行う。
(昭和37年度) ・委員９人（被保険者３、保険者３、公益３）

・任期３年

4 国民健康保険 4,091 県 国民健康保険事業の適正な運営を図るた
指導監査 め、保険者の指導・支援を行う。

(県 単) ・糖尿病性腎症重症化予防の推進
・保険者事務助言等（35市町村）

5 国民健康保険 6,176,252 市町村 国民健康保険は構造的に保険税負担能力の
運営安定化推 低い低所得者の加入割合が高く、一定の所得
進（保険基盤 （県 単） 以下の世帯には保険税を軽減する措置が講じ
安定費負担） られている。この軽減相当額及び低所得者を

多く抱える保険者を支援するため、県・市町
(昭和63年度) 村・国が一定割合で負担し、保険財政の安定

を図る。
・保険税軽減分

低所得者に対する保険税軽減相当額の県
負担分
（負担割合）県 3/4、市町村1/4

・保険者支援分
保険税軽減対象被保険者数に応じた平均

保険税の一定割合の県負担分
（負担割合）国1/2、県1/4、市町村1/4

6 国民健康保険 11,219,080
特別会計繰出

(1)県調整 9,228,051 県 市町村の保険給付費等の９％を国保特別会
繰出金 計に繰り出し、市町村国保財政の安定化を図

(平成30年度) （県 単） る。

(2)高額医療費 1,258,910 県 一件80万円超の高額な医療の費用負担の
繰出金 （県 単） 1/4を国保特別会計に繰り出し、国保財政の

(平成30年度) 安定化を図る。

(3)特定健康診 308,135 県 市町村国保が40歳以上の被保険者に対して
査等繰出金 実施する、内臓脂肪症候群（メタボリック・

（県 単） シンドローム）に着目した特定健康診査・特
(平成30年度) 定保健指導に要する経費の1/3を国保特別会

計に繰り出し、被保険者の疾病予防や健康の
保持・増進を図る。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(4)福祉医療制 421,160 県 福祉医療費支給制度の実施に伴う国民健康
度減額調整 保険国庫負担金等削減額のうち、県福祉医療
繰出金 （県 単） 費補助金交付要綱に規定する者に係る削減額

の1/2を国保特別会計に繰り出し、国保財政
(平成30年度) の健全な運営を確保する。

(5)事務費等 2,824 県 国民健康保険運営協議会の開催経費等を国
繰出金 保特別会計に繰り出す。

(平成30年度) （県 単）

２ 国民健康保険運営（国民健康保険特別会計）

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 国民健康保険 173,925,005
財政運営

(1)保険給付費 132,671,055 市町村 県が市町村から納付金を徴収し、国及び県
等交付金 負担分等と合わせて、保険給付費（医療費の

(普通交付金) （国 41%） 自己負担分以外）の全額を市町村に交付する。
(平成30年度)

(2)保険給付費 3,524,926 市町村
等交付金

(特別交付金)
(平成30年度)

ア 保険者努 721,071 医療費適正化などの取組に応じ市町村に交
力支援交 付する。
付金 （国10/10）

イ 特別調整 285,148 災害などの特別な事情に応じ市町村に交付
交付金 する。

（国10/10）

ウ 特定健康 616,270 特定健康診査等に要する経費の2/3を市町
診査等負 村に交付する。
担金 （国1/3）

エ 県繰入金 1,902,437 保健事業に要する経費や収納率向上などの
取組に応じ市町村に交付する。

（県 単）

(3)後期高齢者 25,860,393 後期高齢者医 県が市町村から納付金を徴収し、国及び県
支援金等 療広域連合 負担分等と合わせて、後期高齢者医療制度へ

(平成30年度) （国41%） の負担金を後期高齢者医療広域連合に納付す
る。（病床転換支援金を含む。）
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(4)前期高齢者 48,227 被用者保険 県が市町村から納付金を徴収し、国及び県
納付金 負担分等と合わせて、前期高齢者の保険給付

(平成30年度) （国41%） 費等として被用者保険に納付する。

(5)介護納付金 9,373,527 市町村 県が市町村から納付金を徴収し、国及び県
(平成30年度) 負担分等と合わせて、介護保険制度への負担

（国41%） 金を市町村の介護保険特別会計に納付する。

(6)特別高額医 263,776 国民健康保険 著しく高額な医療費の費用負担を都道府県
療費共同事 中央会 間で調整する「特別高額医療費共同事業」に
業拠出金 （一部国庫） 対する拠出金を国民健康保険中央会に納付す

(平成30年度) る。

(7)交付金等過 2,183,006 国 前年度に交付された交付金等の額の確定に
年度償還金 被用者保険 伴う超過交付額を国及び被用者保険に返還す

(令和元年度) る。

2 国民健康保険 74,334
保険者運営

(1)国民健康保 954 県 県国民健康保険運営方針や国民健康保険事
険運営協議 業費納付金の算定など、県が行う国民健康保
会 （県 単） 険事業の重要事項について審議する。

(平成28年度)

(2)国民健康保 954 国民健康保険 国民健康保険の保険者が加入する国民健康
険団体連合 団体連合会 保険団体連合会に会費及びシステム利用負担
会負担金 （県 単） 金を納付する。

(平成30年度)

(3)国保システ 1,446 県 国保事業費納付金の算定など、県が行う国
ム運用管理 民健康保険の運営に必要なシステムの保守委

(平成28年度) （県 単） 託を行う。

(4)国保ヘルス 70,980 県 糖尿病性腎症重症化予防及び特定健診受診
アップ支援 率向上など市町村国保が行う健康づくりの取

(平成30年度) （国10/10） 組を支援する。

3 財政安定化基 165 県 保険給付費の増加や保険税収納不足による
金積立金 財源不足に備える国民健康保険財政安定化基

(平成27年度) （国10/10） 金の運用益を積み立てる。

4 一般会計 11,431 市町村 特定健診等負担金の過年度の精算に伴い、
繰出金 県費負担分に係る市町村からの償還金を県一

(令和元年度) 般会計へ繰り戻す。

5 予備費 2,394,309 翌年度以降の市町村の納付金負担の平準化
や想定外の支出に対応するために計上する。

(令和２年度)
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３ 後期高齢者医療対策等

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 後期高齢者医 24,105,639
療対策

(1)県費定率負 18,958,517 後期高齢者医 「後期高齢者医療制度」の医療費給付の費
担 療広域連合 用負担のうち法定割合を負担する。

（県 単） （負担割合）
(平成20年度) ・公費約50％、後期高齢者医療を除く医療保

険各法の保険者約40％、保険料約10％
・公費について、国4/6（うち1/6は調整交付
金）、県及び市町村が各1/6の割合で負担

(2)高額医療費 1,133,869 後期高齢者医 高額な医療費の発生による後期高齢者医療
県費負担 療広域連合 広域連合の財政リスクを緩和するため、レセ

（県 単） プト１件あたり80万円超の医療費の1/2を公
(平成20年度) 費で負担する。

（負担割合）国1/4、県1/4、保険料1/2

(3)保険基盤安 3,737,888 後期高齢者医 後期高齢者医療広域連合の運営の安定化を
定制度県費 療広域連合 図るため、低所得者等に対する保険料軽減額
負担 （県 単） （交付先：市 を負担する。

(平成20年度) 町村） （負担割合）県3/4、市町村1/4

(4)財政安定化 273,005 県 保険料の未納リスク、給付増リスク等によ
基金 る後期高齢者医療広域連合の財政への影響に

対応するため、県に設置している財政安定化
(平成20年度) 基金に積み立てを行う。

（負担割合）県・国・広域連合で各1/3

(5)後期高齢者 111 県 市町村及び広域連合の行った行政処分に対
医療審査会 する不服申立ての審査を行う。

(県 単) ・委員９人(被保険者３、広域連合３、公益３)
(平成20年度) ・任期３年

(6)医療費適正 2,249 県 後期高齢者医療費の適正化を図るため、後
化対策 期高齢者医療広域連合に対し、診療報酬明細

(県 単) 書(レセプト)点検の技術的助言等を行いレセ
(平成20年度) プト点検技術の向上を図る。

2 医療費適正化 219 県 第３期医療費適正化計画の進行管理に関す
計画推進 る会議を開催する。
(平成19年度) （県 単）
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４ 福祉医療対策等

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 福祉医療費補 7,571,985 子ども、重度心身障害者及び母子・父子家
助金 庭等の経済的負担の軽減を図り、安心して必

【補助率1/2】 要な医療を受けられるよう、市町村が実施す
る福祉医療費支給制度に補助する。

(1)子ども医療 3,891,070 市町村 ○ 子ども
費補助 ・補助対象 中学校卒業まで

(昭和47年度) （県 単） （15歳の年度末まで）

(2)重度心身障 3,055,252 市町村 ○ 重度心身障害者
害者医療費 ・補助対象①障害年金１級の者
補助 （県 単） ②特別児童扶養手当１級の者

③身体障害者手帳１・２級の者
(昭和48年度) ④療育手帳Ａの者

なお、重度心身障害者の入院時食事療養費
への助成については、低所得者を除き自己負
担を導入（住民税非課税世帯のみ助成）

(3)母子家庭等 625,663 市町村 ○ 母子家庭等
医療費補助 ・補助対象 所得税非課税であって

（県 単） ① ひとり親家庭の母又は父
(昭和49年度) 及びその児童

② 父母のない児童
（いずれも児童が18歳の年
度末まで）

2 福祉医療公費 3,368 ４団体 県医師会 福祉医療費公費負担制度の円滑な実施を図
負担制度協力 県歯科医師会 るため、県医師会等に対しその研修会等の事
費補助 (県 単) 県薬剤師会 業に補助する。
(昭和48年度) 県国保連合会

3 外国人患者受 3,500 コロナ禍でも公的医療保険等の適用を受け
入医療機関支 ない外国人患者を安心して診療できるよう、
援事業補助 (県 単) 救急医療機関に係る医療費の未収金を補てん
(令和３年度) する。
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５ 援護対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 戦傷病者援護 173
推進

(1)療養費支給 164 30人 国・県 療養費支給、補装具交付、無賃乗車券引換
及び補装具 (国10/10) 証交付等により、戦傷病者の日常生活を支援
交付等 9 するとともに、歳末の慰問を行う。

(昭和38年度) (県 単)

2 戦没者遺族援 22,063
護推進

(1)戦没者遺族 692 25人 県 戦没者遺族からの援護の相談に応じるとと
相談員設置 もに、遺族に対して日常生活上の指導や助言

(昭和45年度) (国10/10) を行うため、相談員を配置する。

(2)戦没者遺族 21,371 県 戦没者遺族に対して各種給付金の支給事務
特別給付金 を行うほか、遺族年金等の受給に係る手続き
支給 (国10/10) について必要な指導や助言を行う。

(昭和27年度)

3 戦没者慰霊事 16,447
業実施

(1)県遺族の会 2,600 9,958 県遺族の会 戦没者遺族の援護及び福祉増進を図るた
運営費補助 人 め、県遺族の会に対し、運営費の補助を行う。

(昭和39年度) (県 単)

(2)県戦没者追 6,565 約 県 ８月15日に、ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ（前
悼式 200人 橋市）を会場として、県戦没者追悼式を実施

(昭和38年度) (県 単) する。

(3)全国・市町 431 37件 国・市町村 ８月15日に、日本武道館で実施される全国
村戦没者追 戦没者追悼式に県内遺族代表とともに参列す
悼式参列 (県 単) るほか、県内市町村が実施する戦没者追悼式

(昭和38年度) に参列する。

(4)海外戦跡慰 912 8人 県遺族の会 県遺族の会が主催する海外戦跡慰霊巡拝事
霊巡拝事業 業（本県出身の戦没者が多い地域において実
補助 (県 単) 施）に要する参加経費の補助を行う。

(昭和61年度) (補助率 1/3) ・令和３年度：パラオ共和国

(5)沖縄「群馬 1,004 21人 県遺族の会 県遺族の会が主催する沖縄「群馬之塔」慰
之塔」慰霊 霊参拝事業に要する参加経費及び慰霊式典執
参拝事業補 (県 単) 行経費の補助を行う。
助 (補助率 1/3)

(昭和42年度)

(6)沖縄「群馬 410 県遺族の会 県遺族の会が所有する沖縄「群馬之塔」の
之塔」維持 維持・管理に要する経費の補助を行う。
管理費補助 (県 単) 〔管理委託先〕

(昭和49年度) （公財）沖縄県平和祈念財団
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
(7)県満蒙拓魂 80 約50人 県満蒙拓魂之 県満蒙拓魂之塔奉賛会が実施する満蒙開拓
之塔奉賛会 塔奉賛会 団物故者のための慰霊行事の開催経費等に対
慰霊事業補 (県 単) して補助を行う。
助

(昭和50年度)

(8)県遺族の会 300 県遺族の会 県遺族の会が実施する創立75周年記念大会
創立75周年 に要する経費の補助を行う。
記念事業費 (県 単)
補助

(令和３年度)

4 中国残留邦人 13,330
等援護推進

(1)中国帰国者 9,314 58世帯 県 中国残留邦人のための特別な措置としての
支援・相談 支援給付を受給する中国帰国者に対し、中国
員派遣 (国 10/10) 語が堪能な支援・相談員を派遣して生活の支

(平成20年度) 援を行い、県内への定着を図る。

(2)日本語教育 1,122 58世帯 県拓友協会 中国帰国者の日本語の習得を目指し、県拓
支援事業補 友協会が実施する「日本語教室」の開催経費
助 (国 10/10) に対して補助を行う。

(平成６年度)

(3)県拓友協会 1,580 約100 県拓友協会 中国帰国者の県内への定着支援や自立の促
運営費補助 人 進を図るため活動する県拓友協会に対して、

(平成６年度) (県 単) 運営費の補助を行う。

(4)中国帰国者 200 県 中国帰国者が県内で自立して生活できるよ
相談事業委 （委託） うにするため、国籍取得、年金手続き、就職
託 (県 単) 活動等の各種相談に応じる。

(平成５年度) ※委託先 県拓友協会

(5)中国残留帰 350 約 県中国残留帰 中国帰国者が地域の人々と交流を図るため
国者地域交 1,000 国者協会 に実施する各種事業に対して補助を行う。
流事業補助 (県 単) 人

(平成６年度)
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【問い合わせ先】

ＴＥＬ ０２７－２２６－２４４１
ＦＡＸ ０２７－２４３－３４２６

食品・生活衛生課
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１ 食品安全行政の総合的推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 食品安全総合 2,160 食品安全行政の一体的推進を図るため、食
推進 品安全会議等の運営を行う。
(平成14年度)

(1)食品安全審 175 県 食品等の安全確保に関する重要事項を調査
議会運営 １回 審議するため、委員13人からなる食品安全審

(県 単) 議会の運営を行う。

(2)食品安全総 736 県 食品安全会議や特定事案に関して設置する
合推進運営 検討部会等の運営のほか、ぐんま食の安全・

(県 単) 安心県民ネットワークとの協働事業等を行
う。

(3)食物アレル 1,249 一般消 県 食物アレルギーによる事故を防止するた
ギー理解促 費者 め、啓発資材を作成し、正しい知識の普及を
進 (国10/10) 図る。

2 リスクコミュ 1,307 食の安全・安心に関して、情報発信を行う
ニケーション とともに、県民との相互理解促進のための意
推進 見交換等を新しい生活様式にも合わせて行
(平成14年度) い、食品安全行政への反映を図る。

(1)食品安全県 433 ２回 県 消費者、生産者、製造・加工業者、小売業
民会議運営 程度 者、学識経験者、報道、行政等の委員17人か

(県 単) ／年 らなる食品安全県民会議を開催し、食品安全
に係る諸課題について意見交換を行う。

(2)県民との意 211 ２回 県 新しい生活様式にも合わせて、広く消費者
見交換会等 ／年 や生産者等との意見交換を行う。

(県 単)

(3)地域リーダ 36 １回 県 地域におけるリスクコミュニケーションの
ー育成 ／年 担い手となる人材を育成する。

(県 単)

(4)食の安全情 627 10回 県 食の安全情報通信員の活動等を通じて、食
報作成 ／年 に関する正しい情報をわかりやすく提供し、

（県 単） 食品安全への理解促進を図る。

3 食品表示理解 241 県 情報紙、ホームページ、動画配信、説明会
促進 の開催等により、広く県民に食品表示制度の
(平成14年度) (県 単) 啓発を図る。

4 食品衛生検査 8,480 食品衛 県 食品衛生法第29条及び同法施行規則第37条
施設業務管理 生検査 に基づき、食品安全検査センターや各保健所
(平成15年度) (県 単) 施設13 等における業務管理を適正に執行し、試験検

箇所 査の信頼性を確保する。
［主な内容］
①外部精度管理、②内部点検・内部精度管理、
③検査機器の保守点検委託
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
5 食品安全検査 56,047 検査計画に基づき、本県産農産物及び輸入
総合推進 食品を含む県内流通食品等を食品安全検査セ
(平成15年度) ンターで検査し、食の安全を確保する。

(1)食品安全検 14,470 県 食品衛生法、食品表示法及び県農薬適正使
査 用条例に基づき、生産段階及び流通段階にお

(県 単) ける食品検査を計画的に行う。

(2)機器整備 41,577 県 残留農薬検査に使用する「試料粉砕機」及
び動物用医薬品・添加物等の検査に使用する

(県 単) 「高速液体クロマトグラフ質量分析装置(LC/
MS/MS)」の更新を行う。

２ 食品等の安全確保

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 食品検査業務 3,038 県 県衛生環境研究所において、食中毒事件の

原因究明のための検査を実施する。
(県 単)

2 食品衛生関係 7,353 県 次の２つの事業について業務委託を行う。
団体事業委託 （委託） ①食品衛生推進員活動業務 (平成８年度)

(県 単) 推進員131人を委嘱し、食品衛生に関する
情報伝達、消費者相談窓口業務、営業許可施
設への指導業務等を委託する。また、普及啓
発事業として、HACCPに沿った衛生管理の導
入についての周知を行う。
②食品衛生管理基準指導業務(昭和44年度)
営業許可施設に対する、食品衛生法に基づ

く衛生管理基準の巡回指導業務を委託する。
※委託先 県食品衛生協会

3 自主管理体制 1,440 県食品衛生協 食品衛生指導員の養成・研修、食品衛生知
強化事業補助 会 識の普及、食品衛生功労者及び優良施設の表

（県 単） 彰、製品自主検査の推進等、協会の実施する
(昭和33年度) 【補助率1/2】 自主管理体制強化事業に対し補助する。

4 食品営業許可 21,160 約 県 営業許可申請施設の調査及び許可事務を行
4,000 う。

(県 単) 施設 営業施設情報、監視情報等を電算管理し、
データ処理の迅速化を図る。
食品営業許可申請等の手続きに係る相談・

指導助言、衛生知識の普及啓発のため、保健
福祉事務所(保健所)に食品衛生相談員を配
置。
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
5 食品衛生指導 4,600 24,029 県 食品関係施設(許可施設及び給食施設等の
啓発 件 届出施設)の監視、指導を行うとともに、不

(県 単) 良食品の流通防止のために食品の収去検査等
を行う。
HACCPに沿った衛生管理の導入について、

食品営業者への指導助言等を強化し、食中毒
の予防及び食品衛生の向上を目指す。
食品衛生監視員の資質及び知識の向上を図

るため、国等が開催する各種講習会へ派遣す
る。

6 製菓衛生師指 656 県 製菓衛生師試験及び免許交付事務を行う。
導

(県 単)

7 調理師指導 2,026 県 調理師試験及び免許交付事務を行う。

(県 単)

8 調理師研修 587 県 外食や中食の増加に伴い、より高度な技術
と知識が求められる調理師の専門性を高める

（県 単） 研修会を実施する。

9 牛肉対米輸出 3,357 対米牛 県 牛肉輸出認定施設が実施する衛生管理の検
対策 肉輸出 証、輸出に必要な微生物検査を行うとともに、
(平成２年度) (県 単) 施設 輸出牛肉に対する衛生証明書を発行する

10食鳥検査 849 食鳥処 県 県内２施設の大規模食鳥処理場(年間処理
理施設 羽数30万羽以上)において処理される全ての

(平成３年度) (県 単) ４施設 鶏について食鳥検査を行うとともに、施設の
(うち、 衛生管理が適切に行われているか外部検証を
大規模 行う。
２施設) また、認定小規模食鳥処理場の監視指導を

行う。

11ぐんまの食肉 6,303 県 安全な食肉を提供するため、県内における
総合安全対策 食肉中の残留有害物質(抗菌性物質、農薬等)

(県 単) のモニタリング検査を実施し、県産食肉の安
(平成８年度) 全性を確認する。

12食肉衛生検査 17,474 県 食肉衛生検査所の庁舎管理等を行う。
所管理運営

(県 単)

13牛乳衛生 183 17施設 県 乳処理場等の監視・指導及び牛乳等の収去
検査を行う。

(県 単)

14化製場等の監 3 １施設 県 化製場等の監視・指導を行う。
視・指導

(県 単)
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
15と畜検査 62,804 ２施設 県 県内２施設のと畜場で処理される全ての獣

畜についてと畜検査を行うとともに、施設の
(県 単) 衛生管理が適切に行われているか外部検証を

行う。
と畜検査業務の円滑化を図るため、会計年

度任用職員を配置する。

16牛海綿状脳症 942 県 と殺前の検査において、神経症状が疑われ
(BSE)対策 うち国庫対象額 た24か月齢以上の牛及び全身症状を呈する24

264 か月齢以上の牛について、牛海綿状脳症(BSE)
(平成13年度) （国10/10） のスクリーニング検査を実施する。

３ 食品表示対策

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 食品表示監視 841 県 食品表示法に基づく食品表示基準による食
・指導 品表示制度の理解促進と適正化を推進すると

(県 単) ともに、関係法令に基づく食品表示制度の適
(平成14年度) 正な運用を図る。

事業者向け食品表示講習会を開催し、「食
品の適正表示推進者」を育成し、事業者によ
る自主的な取組の促進を図る。

2 食品表示確認 242 県 食品の成分分析やＤＮＡ鑑定等の科学的検
事業 査を実施し、表示の真正性の確認を行う。
(平成16年度) (県 単)
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４ 安全な水道づくり

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 災害に強い水 12,115 ３件 市町村 地震・渇水等不測の事態による断減水を防
道づくり促進 １町 ぎ、水道水の安定供給を図るため、簡易水道
費補助 (県 単) ２村 等の耐震化等に要する経費の一部を補助す

【補助率1/3､1/4】 る。
(平成８年度) ［補助の要件］

① 補助対象事業
・老朽施設（石綿ｾﾒﾝﾄ管等)の更新、水道
施設の拡張、施設の新設、緊急時用連絡管
の整備及び事業に係る委託費

② 補助率
ア 石綿ｾﾒﾝﾄ管更新事業 ：1/3
イ 水道施設台帳整備 ：1/3
ウ その他の事業
・財政力指数 0.30以下 ：1/3
・財政力指数 0.30超 ：1/4

③ 補助限度額
ア 石綿ｾﾒﾝﾄ管更新事業 限度額なし
イ 水道施設台帳整備 1,000千円
ウ その他の事業
・財政力指数 0.30以下→8,000千円
・財政力指数 0.30超 →6,000千円

2 水道施設整備 1,691 10件 県 簡易水道等施設整備費国庫補助事業、水道
費指導監督 簡水０ 水源開発等施設整備費国庫補助事業及び生活

（昭和61年度） (国 1/2) 上水０ 基盤施設耐震化等交付金事業を適正に推進す
(平成28年度) 生活10 るための指導監督を行う。

3 生活基盤施設 1,670,280 10件 市町村等 国の生活基盤施設耐震化等交付金を活用
耐震化等補助 ６市町 し、市町村等が行う水道施設の耐震化や水道
(平成28年度) (国10/10) １企業団 事業の広域化に要する経費の一部を補助す

【補助率1/3、 る。
1/4、4/10】

4 水道事業基盤 35,031 県 県内水道事業の基盤強化に向けて市町村の
強化推進 区域を超えた多様な広域化を推進するため、

(国 1/2) 広域化の推進方針や当面の具体的取組の内容
(令和2年度) 及びスケジュール等を定める群馬県水道広域

化推進プランを策定する。

5 水道施設維持 643 県 水道施設(上水道、簡易水道、専用水道及
管理 び小水道等)の適正な維持管理を図るため、

(県 単) 施設への立入検査及び水質検査の結果に基づ
き、指導・助言する。また、水道水質検査技
術及び信頼性の向上のため、水質基準項目の
精度管理を実施するとともに、水道水を通じ
て感染する恐れのあるクリプトスポリジウム
等の耐塩素性病原微生物の検査に係る精度管
理を実施し、県民の健康被害を防止する。
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５ 生活衛生の水準向上

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 生活衛生関係 467 約 県 生活衛生関係営業施設の監視指導を行う。
営業施設監視 8,400
指導業務 (県 単) 施設
(昭和25年度)

2 生活衛生営業 191 約200 県 生活衛生関係営業施設の新規許可、確認に
施設許可確認 施設 伴う監視・指導を行う。
(昭和25年度) (県 単)

3 特定建築物監 289 約350 県 特定建築物(床面積が3,000㎡以上で多数の
視 施設 者が使用又は利用するもので、政令で定める

(県 単) もの)の監視・指導を行う。

4 レジオネラ対 145 約 県 旅館及び公衆浴場の営業者等を対象とした
策講習会 2,000 講習会を開催し、公衆衛生の確保を図る。
(平成18年度) (県 単) 施設

5 クリーニング 277 約20人 県 クリーニング師試験(年１回)を実施する。
師試験等の実
施 (県 単)
(昭和26年度)

6 遊泳用プール 10 約100 県 遊泳用プール設置者に対し、衛生管理指導
の調査 施設 を行う。
(平成12年度) (県 単)

7 民活型生活衛 360 約400 県 営業者自身による自主的な衛生管理を推進
生向上事業 施設 （委託） し、生活衛生営業施設の衛生の向上等を図る。
(平成13年度) (県 単) 〔対象業種〕

理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場
業
※委託先 県生活衛生営業指導センター

8 レジオネラ症 253 県 県内の入浴施設等が感染源と推定されるレ
患者発生時の ジオネラ症患者発生時に施設調査及び衛生管
入浴施設調査 (県 単) 理指導を行う。
(平成24年度)

9 高齢者・障害 1,000 約３件 一般公衆浴場 高齢者や障害者等、身体の不自由な人が安
者に優しい銭 の営業者 心して一般公衆浴場（銭湯）を利用できるよ
湯づくり推進 (県 単) う、営業者が基幹設備の更新や浴室等の改善
事業補助 （補助率 1/3） を行った場合に経費の一部を補助する。
(平成７年度) （主な内容の限度額：元釜の更新900千円）

10生活衛生関係 18,000 １ 件 県生活衛生営 生活衛生関係営業の近代化、合理化及び衛
営業対策事業 業指導センタ 生水準の向上を図るため、指導センターが実
費補助 （国 1/2） ー 施する生活衛生関係事業者の健全な経営のた
(昭和57年度) めの指導等の事業に補助を行う。

11住宅宿泊事業 107 約120 県 住宅宿泊事業の届出住宅の監視指導を行
監視指導 施設 う。
(平成30年度) (県 単)
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６ 動物愛護・狂犬病予防の推進

事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
1 負傷動物収容 159 県 路上などで負傷した犬猫等を収容・治療す
等委託 （委託） る業務を委託する。
(昭和52年度) (県 単) ※委託先 県獣医師会

2 動物愛護ポス 168 県内小 県 県内の小・中学校及び特別支援学校の児童
ター募集 中学生 生徒から動物愛護ポスターを募集し、優れた
(昭和50年度) (県 単) 作品の表彰・展示を行う。

3 動物ふれあい 5,246 小学校 県 県内の小学校や幼稚園、保育所に獣医師を
推進事業委託 幼稚園 （委託） 派遣し、子どもと動物のふれあいの場を提供

(県 単) 保育所 する「動物ふれあい教室」を開催する。
(平成11年度) また、動物飼育に係る相談や飼育動物の診

察・治療、講習会の開催を行う。
※委託先 県獣医師会

4 動物取扱責任 512 県 動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛
者講習会 護法）に基づき、動物取扱責任者の研修会を
(平成18年度) (県 単) 開催する。

5 動物愛護管理 4,784 県 動物愛護センターに引き取られた犬・猫
推進計画事業 が、できる限り生存の機会を得られるよう、
(平成20年度) (県 単) 新たな飼い主への譲渡事業等を実施する。

6 動物愛護推進 36 20名 県 地域における動物の愛護及び適正な飼養管
員 理に関する指導・助言等の実施及び行政機関
(平成20年度) (県 単) への協力活動を行う動物愛護推進員活動を支

援する。

7 犬の捕獲・収 28,926 県 狂犬病予防及び動物による危害防止のた
容･返還業務 め、動物愛護センターに非常勤嘱託職員を

(県 単) 配置し、所有者不明犬等の収容・管理を行
うとともに、飼い主に対して犬の登録・狂
犬病予防注射の実施等適正飼養の指導を行
う。
また、動物取扱業者の登録、立入り調査、

指導等を行う｡

8 動物愛護セン 21,738 県 動物愛護センター施設の管理運営を行う。
ター運営 また、沼田の管理保護棟で収容犬等の処分を

(県 単) 行う。

9 犬・ねこに優 318 県 動物愛護法の趣旨に則り、動物愛護センタ
しい運搬 ーが捕獲・収容した犬・ねこを空調付き車両

（平成24年度） （県 単） で管理保護棟まで運搬する。

10飼い主のいな 3,999 県 ふるさと納税を活用して、動物愛護団体や
い猫対策支援 （委託） 獣医師会と連携し、地域住民等による飼い主
事業 （県 単） のいない猫への不妊去勢手術等の支援を行

（平成29年度） う。
※委託先 県獣医師会及び動物愛護団体
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事 業 名 予 算 額 対 象 実 施 主 体
事 業 概 要

(事業発足年度) 補 助 率 等 件数等 補助基準額等

千円
11ぐんま犬猫パ 157 県 飼い主に対する適正・終生飼養の啓発や、
ートナーシッ 行政の譲渡事業の周知等に協力してくれるペ
プ制度 (県 単) ットショップ等の登録制度（ぐんま犬猫パー

（令和元年度） トナーシップ制度）を実施する。


